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食品安全委員会企画等専門調査会 

第 9 回会合議事録 

 

１．日時 平成 26 年 1 月 31 日（金） 14：00～17：15 

 

２．場所 食品安全委員会中会議室 

 

３．議事 

 （１）平成 25 年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定につ

いて 

 （２）リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会の設置について 

 （３）平成 26 年度食品安全委員会運営計画について 

 （４）平成 25 年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果及び平成 26 年度緊急時対応訓練

計画について 

 （５）その他 

 

４．出席者 

 （委員） 

  川西座長、有路専門委員、石川専門委員、大瀧専門委員、大西専門委員、 

  鬼武専門委員、神村専門委員、小出専門委員、河野専門委員、迫専門委員、 

  髙岡専門委員、田﨑専門委員、民野専門委員、坪田専門委員、局専門委員、 

  戸部専門委員、中本専門委員、夏目専門委員、藤原専門委員、堀口専門委員、 

  松谷専門委員、宮野専門委員、山根専門委員、山本専門委員、渡邉専門委員 

 （専門参考人） 

  横田専門参考人 

 （食品安全委員会委員） 

  熊谷委員長、佐藤委員、山添委員、石井委員、上安平委員 

 （事務局） 

  姫田事務局長、本郷事務局次長、山本総務課長、磯部評価第一課長、 

  山本評価第二課長、植木情報・勧告広報課長、野口リスクコミュニケーション官、 

  前田上席評価調整官、池田評価情報分析官 

 

５．配布資料 

 資料１－１ 平成 25 年度「自ら評価」案件の決定までのフロー 
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 資料１－２ 企画等専門調査会における食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価対

象候補の選定の考え方 

 資料１－３ 食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価に関し企画等専門調査会に提

出する資料に盛り込む事項 

 資料１－４ これまでに選定された「自ら評価」案件の状況について 

 資料１－５ 平成 25 年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補につ

いて（案） 

 資料２   リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会の設置について（案） 

 資料３   平成 26 年度食品安全委員会運営計画（案） 

 資料４－１ 平成 25 年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案） 

 資料４－２ 平成 26 年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案） 
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６．議事内容 

○川西座長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から第 9 回企画等専門調査会を開

催いたします。 

 本日は 25 名の専門委員、1 名の専門参考人が御出席です。食品安全委員会からも 5 名

の委員の先生方に御出席いただいております。なお、本日は石井委員が遅れて出席される

と伺っています。また、4 名の専門委員、2 名の専門参考人が欠席でございます。 

 今回、前回お休みであった堀口専門委員、それから山根専門委員におかれましては、昨

年 10 月の委員改選後、初めての御出席となりますので、簡単で結構ですので、一言ずつ

御挨拶をお願いできればと思います。 

 堀口専門委員のほうからお願いします。 

 

○堀口専門委員 長崎大学広報戦略本部（東京事務所）准教授の堀口です。よろしくお願

いします。 

 

○川西座長 山根専門委員、お願いできますか。 

 

○山根専門委員 主婦連合会会長の山根と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○川西座長 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局から資料確認をお願いします。 

 

○山本総務課長 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は 9 点ございます。資料の 1－1 が平成 25 年度「自ら評価」案件の決定まで

のフロー、資料 1－2 が企画等専門調査会における食品安全委員会が自ら行う食品健康影

響評価対象候補の選定の考え方、資料 1－3 が食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評

価に関し企画等専門調査会に提出する資料に盛り込む事項、資料 1－4 がこれまでに選定

された「自ら評価」案件の状況について、資料 1－5 が平成 25 年度食品安全委員会が自ら

行う食品健康影響評価の案件候補について（案）、資料 2 がリスクコミュニケーションの

あり方に関する勉強会の設置について（案）、資料 3 が平成 26 年度食品安全委員会運営

計画（案）、資料 4－1 が平成 25 年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書

（案）、資料 4－2 が平成 26 年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）でございます。

また、鬼武委員から提出資料がございましたので、あわせて机上に配布をさせていただい

ております。 

 不足の資料等はございませんでしょうか。 

 

○川西座長 特になければ、また審議の途中で、何か手元に見当たらないものがありまし
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たら御連絡いただければと思います。 

 続きまして、議事に入る前に、「食品安全委員会における調査審議方法等について」に

基づく事務局における確認の結果を御報告ください。 

 

○山本総務課長 事務局において、平成 25 年 11 月 28 日の企画等専門調査会の資料 1－3

の確認書を確認しましたところ、同委員会決定に規定する事項に該当する専門委員はいら

っしゃいません。 

 

○川西座長 御提出いただきました確認書について相違はなく、ただ今の事務局からの報

告どおりでよろしいでしょうか。よろしいですね。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず 1 番目の議事、平成 25 年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候

補の選定についてでございます。 

 昨年 11 月の第 8 回企画等専門調査会では、案件候補について絞り込みを行って、ノロ

ウイルス、カンピロバクター、シアノトキシン、飽和脂肪酸、サプリメント及び添加物の

総合評価の 6 件について継続審議となりました。また、前回の調査審議において、これま

でに選定した「自ら評価」案件のリスク管理の状況について、おさらいすべきとの御意見

がございました。それで、事務局から資料を提出していただいております。 

 まずは、これまでに選定した「自ら評価」案件のリスク管理の状況について、事務局か

ら御説明をお願いします。 

 

○植木情報・勧告広報課長 情報・勧告広報課長の植木でございます。 

 それでは、お手元の資料 1－4 がございますので、ホチキスどめをした資料でございま

すけれども、これまでに選定されました「自ら評価」の状況につきまして、簡単に御報告

したいと思っております。 

 資料 1－4 の 1 ページ目でございます。これは一番左に選定年度がございまして、次が

選定案件名でございます。最初は BSE でございまして、16 年度、○がついて食中毒原因

微生物とございます。それから、下のほうにまいりまして、19 年度は食品及び器具・容

器包装中の鉛とございまして、見ていただきますと、案件名に○があるもの、ないもの、

○があるものは太字になってございまして、一番下に書いてございますが、太字で○がつ

いているものは評価終了した案件でございます。 

 食中毒原因微生物、これにつきましては、右側のほうへまいりまして、カンピロバクタ

ーは評価終了してございまして、そのほかについてはリスクプロファイルをまとめてござ

います。 

 それから、17 年度の BSE の関係、これは評価が終了してございます。 

 それから、19 年度の鉛、これは右側に書いてございますように現在検討中でございま
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す。 

 それから、20 年度のデオキシニバレノール及びニバレノール、これは終了してござい

まして、オクラトキシン A は今年の 1 月に評価終了してございますし、食品のヒ素は先月、

昨年 12 月に評価終了してございます。 

 それから、21 年度のトランス脂肪酸は評価終了してございますが、次のアルミニウム、

アクリルアミド、クドア、これは現在調査審議中でございます。 

 細かい内容が次ページ以降ございますので、簡単に御紹介いたしますけれども、おめく

りいただきまして、横になってございますけれども、1 ページ目の一番上が BSE でござい

ます。次が食中毒原因微生物でございまして、カンピロバクターは 21 年に終了してござ

います。 

 おめくりいただきまして、2 ページの下のほうに、「以下についてはリスクプロファイ

ルを取りまとめ」とございますけれども、3 ページ目の一番上でございますけれども、牛

肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌は平成 22 年にプロファイルをまとめてございま

す。 

 それから、次の 4 ページへまいりまして、鶏卵中のサルモネラでございますけれども、

これもリスクプロファイルをまとめてございます。 

 それから、5 ページへまいりまして、ノロウイルスにつきましても、同じくリスクプロ

ファイルをまとめてございます。 

 おめくりいただきまして、6 ページでございますが、非加熱喫食調理済み食品における

リステリア・モノサイトゲネスでございまして、非加熱喫食調理済み食品というのは加熱

しないで食べるものでございまして、例えば食肉製品のサラミとかナチュラルチーズとか、

そういうものを含んでございます。これにつきましては、リスクプロファイルを作成して

ございまして、米印がございますけれども、昨年 5 月、別途厚生労働省から要請がござい

ましたので、評価を終了したところでございます。それから、6 ページの下、腸炎ビブリ

オにつきましても、リスクプロファイルを作成してございます。 

 次の 7 ページへまいりまして、サルモネラ属菌でございます。その下が A 型肝炎ウイル

ス、こういうものにつきましてはリスクプロファイルを作成してございます。 

 8 ページへまいりまして、E 型肝炎ウイルスでございます。 

 以上、食中毒関連の微生物でございまして、次が 8 ページの中ごろ、17 年度でござい

ますけれども、これは BSE 関係であり、評価を終了してございます。 

 それから、9 ページでございますが、鉛につきましては、現在、調査審議中でございま

す。 

 それから、20 年度のデオキシニバレノール及びニバレノールにつきましては、評価を

終了してございます。 

 10 ページへまいりまして、オクラトキシン A につきましては、先ほど申し上げました

ように今年 1 月に評価を終了してございますし、その下でございますけれども、食品中の
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ヒ素に関しましては、昨年 12 月に評価を終了してございます。 

 あとは 12 ページでございますが、21 年度のトランス脂肪酸、これは昨年の秋、一部、

アメリカの動向が新聞で報道されましたけれども、食品安全委員会としましては 24 年 3

月に評価を終了してございますし、そこで通常の食生活では健康への影響は小さいという

ふうに結論づけてございます。 

 それから、その下のアルミニウム、アクリルアミド、次の 13 ページのクドアにつきま

しては、現在、調査審議中でございます。 

 それぞれリスク管理機関においては、さまざまといいますか、リスク管理措置を講じて

ございますけれども、それにつきましては右側の欄に記載してございますので、後ほどで

もごらんいただければと思っております。 

 以上でございます。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 ただ今の説明について、御質問、コメント等ございましたら、どうぞお願いします。 

 11 の案件に関して、7 つは評価終了ということになりますかね。 

 

○戸部専門委員 前回、これまでの「自ら評価」の状況についてレビューしてみる必要が

あるのではないでしょうかということを言わせていただいたのですけれども、今日まとめ

ていただいて、全容がわかりました。 

 それで、結局どういうことかというと、今までの「自ら評価」で意図していたような評

価結果というか、スケジュールも含めて成果が得られているのかどうかというところだと

思います。やはり情報が集まっていないものについては長期間かかるということもあるの

で、もしかすると、「自ら評価」でテーマを選定するだけではなくて、スケジュールとい

うようなところも含めた選定というか、どういうイメージというアウトプットを含めた形

で選定して、候補に挙げていくという必要もあるのではないかなというふうに感じていま

す。 

 恐らく、これを見ていると、緊急性というよりも重要性、将来的に調べておいたほうが

よいのではないかというようなものが「自ら評価」のテーマとしていいのかなというふう

に考えましたので、今回候補が 6 個挙がっていますが、現時点ではまだ情報が十分でない

というものについても、スケジュールというのでしょうか、1 年後、3 年後、5 年後はこ

のくらいというようなイメージを含めた形で候補を選ぶことができればいいのかなという

ふうに思いました。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 今のコメントに対して何か事務局のほうから、あるいはほかの委員の先生方からコメン

トございますか。今のコメントの内容は、この後の「自ら評価」の審議の中で、ひょっと
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したら生かせるようなものかと思いましたが。 

 では、今の御意見も加味して後で議論するということで、ほかに何かコメント、質問ご

ざいますか。 

 ないようでしたら、今までの自ら評価結果をうけたリスク管理措置は終了として、続き

まして案件候補の選定に移ります。前回の調査会で絞り込まれた 6 件についての説明を聴

取した上で御議論いただいて、食品安全委員会へ報告する案件を決定したいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○植木情報・勧告広報課長 それでは御説明いたします。 

 資料 1－5 と、あと、その次の参考資料、「日本における食中毒について」という資料

がございますので、この 2 つを用いて御報告いたします。 

 資料 1－5 でございますけれども、平成 25 年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響

評価の案件候補について（案）でございます。 

 一番最初が総括表でございまして、2 ページ目以降に個々に書いてございます。先ほど

座長からお話がございましたように、前回の調査会で 6 件ございましたので、それについ

て取りまとめてございます。 

 1 番がノロウイルスでございまして、対応（案）でございますけれども、情報収集に努

め、必要に応じ、情報提供を行うと。一番右の欄でございますけれども、発生経路につい

ては、ヒトからヒトへの感染が疑われるものが多く、食品を媒介とした感染症対策のみで

発生を減尐させることは困難と。次の○でございますけれども、リスクプロファイルの中

で整理された課題について新たな知見が得られていないということでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、別添資料とございますけれども、ノロウイルスにつ

きまして、簡単に御説明をいたします。 

 1 ページ目のところは、ノロウイルスとはどういうものかというものが書いてございま

す。 

 おめくりいただきまして 2 ページでございますけれども、一番上、集団感染の推定経路

別発生状況の表がございます。平成 20 年のところをごらんいただきますと、食品媒介の

疑いが 25％、ヒトヒト感染の疑いが 54％ということで、ヒトヒト感染の疑いもかなり多

いというような割合になってございます。 

 それから、次がノロウイルス食中毒発生状況でございますけれども、こういう数字がご

ざいます。先ほどの参考資料の、横のカラーのグラフをごらんいただきたいと思いますが、

1 ページ目は発生件数でございます。平成 15 年から平成 25 年の速報値が折れ線グラフと

なってございます。薄いブルーの丸い折れ線がノロウイルスでございまして、皆様方御承

知のとおり、平成 24 年はノロウイルスが 1 番、平成 25 年も速報値で一番多くなってござ

います。これは暦年でございますので、今年 1 月に発生しております患者数はここには含

まれてございません。このように、ノロウイルスは日本では、食中毒の件数は 1 番でござ
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いますし、おめくりいただきまして次の 2 ページ目が患者数でございますけれども、患者

数では断トツに従来から多いというような状況でございます。これが被害の状況でござい

ます。 

 それから、先ほどの資料 1－5 に戻っていただきまして、2 ページの食品健康影響評価

でございますけれども、22 年にリスクプロファイルを作成してございます。 

 それで、3 ページへいっていただきまして、評価対象の技術的困難性ということが書い

てございまして、リスクプロファイルでは、食品安全委員会として 4 つの課題を挙げてご

ざいます。測定方法を開発するためのノロウイルスの増殖系の確立、遺伝子型別の病原性

に関するデータの入手等々、ここに 4 つの課題が掲げてございまして、これにつきまして

は、まだまだ新しい知見、十分な知見がないので、当面は知見の集積、中心に集めたいと

いうのが対応（案）でございます。 

 また、資料 1－5 の一番最初のページをごらんいただきたいのですけれども、次はカン

ピロバクターでございます。これにつきましても、情報収集に努め、必要に応じ、情報提

供を行うということでございまして、一番右の欄でございますけれども、平成 21 年に食

品健康影響評価を公表してございます。現在、リスク管理機関において各種対策のデータ

を集積中でございまして、これにつきましては 4 ページをごらんいただきたいと思います。 

 4 ページをごらんいただきますと、カンピロバクターとはどういうものかということ等

が書いてございますし、食中毒の発生状況も書いてございます。先ほどの食中毒の参考資

料をごらんいただきますと、1 ページ目の発生件数で見ますと、カンピロバクターはひし

形の紫のところでございますけれども、件数としては非常に多くなっているというような

発生状況でございます。 

 資料 1－5 へ戻りまして、4 ページでございますが、発生状況はここに書いてあるとお

りでございます。 

 それから、5 ページへまいりまして、リスク管理措置等でございますけれども、中ほど

に「厚生労働省は」とございますけれども、次の行でございますけれども、食肉等の生食

に関して検討を始めている、あるいは厚生労働科学研究では昨年度から、食鳥処理場にお

ける汚染拡大防止のための処理方法等について検討を行っております。次の段でございま

すけれども、農林水産省では、農場における衛生管理に役立てるためハンドブックを公表

し、それを改定しているということが書いてございます。 

 評価の技術的困難性でございますけれども、私ども既に評価を行ってございますので、

さらなる評価のためには、リスク管理機関におけるデータがさらに必要でございますので、

それに関しましては、5 ページの下でございますけれども、現在、リスク管理機関におい

て各種対策の効果に関するデータを集積中ということでございます。そういうことから、

情報収集に努めたいというのが事務局の案でございます。 

 それから、最初のページで 3 番目のシアノトキシンでございますけれども、これはファ

クトシートの作成候補として食品安全委員会に報告するというのが対応案でございます。
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シアノトキシンといいますか、貝毒につきましては、被害等ございますので、ファクトシ

ートとして取りまとめたらどうかということでございます。 

 資料の 6 ページでございます。最初のほうに、シアノトキシンとはどういうものか、シ

アノバクテリアが生産する毒素の総称というふうに書いてございます。 

 6 ページの下、健康被害発生の情報でございますけれども、実はシアノトキシンによる

健康被害は報告されてございません。ただ、麻痺性貝毒による健康被害は、若干でござい

ますけれども発生してございます。それと、「自ら評価」の課題を募集したわけでござい

ますけれども、そのときに提案された方からは、シアノトキシン（麻痺性貝毒）という形

で御提案いただいておりまして、両者は概念は尐し異なるのですけれども、そういう御提

案をいただいているところでございます。 

 7 ページへまいりまして、評価の技術的困難性のところでございますけれども、シアノ

トキシンにつきましては、麻痺性貝毒のキサシトキシン、これはシアノトキシンの一つで

ございますけれども、近年は健康被害の発生はほとんどないということでございますけれ

ども、他方、麻痺性貝毒につきましては被害も発生してございますので、この貝毒に関す

るファクトシートを取りまとめまして、情報提供を行うことは有用というふうに考えてご

ざいます。 

 次が、最初のページへ戻りまして、飽和脂肪酸でございます。これにつきましては、情

報収集に努め、必要に応じ、情報提供を行うということでございまして、右側の欄でござ

いますけれども、飽和脂肪酸はヒトにとって重要なエネルギー源であり、食生活改善に向

けた課題として対応することが適当ということでございます。資料は 8 ページでございま

すが、健康被害発生のおそれというところで、目標値の範囲を外れる方がいるというよう

なことが書いてございます。 

 次が、最初のページのサプリメントでございますけれども、これも情報収集に努め、必

要に応じ、情報提供を行うということで、対応案としてお示ししてございます。 

 資料のほうは 9 ページでございますが、最初のところに、以下のホームページ等により

情報を入手することが可能ということで、3 つほどホームページを掲載してございます。 

 それから、リスク管理措置等でございますけれども、厚生労働省は、いわゆる健康食品

の安全性についてホームページで情報提供を行っているということ、あるいは各種通達を

発出しているところでございます。また消費者庁のほうでは、食品の機能性表示に係る新

たな制度について現在検討中と聞いております。 

 それから、評価の技術的困難性でございますけれども、いわゆる健康食品を取り上げる

場合は、個別企業ごとに製品が存在しまして、製品によって成分の入り方や摂取方法が異

なるため、個別企業の製品名を明確にする必要がございます。したがって、一般的な国内

外のデータ収集のみならず、当該製品に係る公開されていない情報や、製品自体による生

物実験の成績等のデータを収集しなければ結論を出すことができない。このため、リスク

管理官庁が情報収集に関与しない形で、安全性評価を行うことは困難というふうに考えて
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ございます。 

 なお、食品安全委員会では、委託事業で「健康食品等の安全性情報に関する調査」を行

ってございまして、その成果をホームページでも掲載しているところでございます。 

 それから、一番最後が添加物の総合評価でございますけれども、これも、情報収集に努

め、必要に応じ、情報提供を行うということでございます。 

 資料の 11 ページをごらんいただきたいのでございますけれども、食品安全委員会が委

託しました「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」の結果では、「複数の添加物

が使用されている場合においても複合的な影響が起こる可能性は極めて低く、個々の添加

物として評価されている影響を超えた複合的な影響が生じた事例は見出されなかった」、

「個々の添加物の評価を十分に行うことにより、添加物の複合影響についても実質的な安

全性を十分確保することが可能」とされてございます。 

 それから、次の技術的困難性でございますけれども、ここに「なお」とございまして、

欧州食品安全機関（EFSA）は、多種の化学物質における複合暴露によるヒトのリスク評価

をする枠組み、方法論を検討して、2013 年 7 月にレポートを出してございます。私もぱ

らぱらと見ましたけれども、これは具体的に評価を行っているというよりは、いろいろな

ものによって専門用語の使い方も違いますので、そういう専門用語をまず統一しましょう、

あるいはどういう評価方法をやっているのか、そこをもっと比較しましょう、複数のもの

を扱うのであれば、化学物質をカテゴリーに化学物質を分けなくてはいけませんけれども、

それはどうしましょうかというような、今後どうしましょうかというようなことを、現状

をレビューしたものでございまして、今すぐに相乗効果、そういうものができる、あるい

は評価したというものではございません。EFSA の取り組みにつきましては、きちっとフ

ォローしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上が、前回の会議で候補となりました 6 つの案件に対する事務局の案でございます。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 前回セレクトした 6 つの案件について、理由はさまざまにあることはあるけれども、

「自ら評価」の案件にするには、まだ情報が不足しているというもの、あるいは評価対象

としては適当ではないというものに整理されるのではないか。ただし、3 番のシアノトキ

シンに関しては、麻痺性貝毒について科学的な知見等を整理して、ファクトシート等の作

成をするという候補にはなるのではないか、総括するとそういうことだったかと思います

けれども、いかがでしょうか。御意見あるいはコメント。 

 

○迫専門委員 事務局からいろいろな資料を用意していただきまして、大変ありがとうご

ざいます。 

 先ほどの戸部委員の御意見に重なる部分があるのですけれども、「自ら評価」という、

この事業そのものの意味合いというものをまず考えていきたいと思っております。 
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 というのは、リスク管理機関から依頼されて行う評価と、それから、この企画等専門調

査会が行う「自ら評価」というものは、若干方法論に違いがあってもいいのではないかと

思うところであります。なぜならば、これだけのメンバーが集まって、それは消費者の代

表であったり、事業者の代表であったり、また専門職であったり、法人関係の方であった

り、さまざまな方々が集まって、その中で何を評価していくのかということを決めていく。

そういう方向性の中では、「自ら評価」というものが国民に対してどれだけ有用な情報を

正確に提供できるかと。ですから、情報がないものはないという形でも構わないのだけれ

ども、情報を出すべき項目というものは、データがあるから、ないからということで絞り

込むべきではないのではないかというところでございます。 

 そして、そういう中で、今回の６つの項目の中で、先ほど麻痺性貝毒というものが１つ

の候補という形で示されていたところでございますけれども、麻痺性貝毒につきましては、

件数、それから被害者数についても、1 件、1 件というふうな形で非常に尐ない。国民の

関心がそこにあるかどうかという問題と、もう一つ、麻痺性貝毒をもし取り上げるのであ

れば、今後、貝毒が蓄積されていって相当数、二枚貝については非常に危ない状況が発生

する可能性があるという方向性が見えてくれば、重要なものだろうと思っております。 

 そういう観点から見させていただくと、まずはノロウイルスの問題ですけれども、従前

から二枚貝、カキが原因食品であると認識されております。今回の、今年度ですけれども、

つい最近のパンの問題だったり、さまざまな食品を通じて、実際にはヒトからヒトなので

しょうけれども、国民は非常に大きな不安を持っているでしょうし、それに対しての情報

提供を適正に行っていくことが重要と考えております。適正に、的確に、タイムリーに、

そういうふうに進めていくということは非常に重要なことではないかと思っております。

国民のニーズはこの辺にあるのではないか。 

 もう 1 点、私のほうから申し上げたいのは、実はサプリメントの問題でございます。サ

プリメントも長年にわたって「自ら評価」の候補の中に挙がりつつ、常に個別企業の情報

というふうな形で、情報がないからということで外されてきたと思っております。確かに

それぞれの企業の情報というものは重要かもしれません。 

 実際問題、国民に対してのサプリメントに関して、健康食品という言い方をさせていた

だこうかと思いますけれども、いわゆる健康食品につきましては、急激に利用が進んでき

ているということ、大きな産業に成長してきているということ。それから、コマーシャル

等で、利用者の健康不安、特に高齢者の健康不安をあおるような形でのコマーシャルが進

められておりまして、たくさんの健康食品を同時に利用される方が最近増えてきているの

ではないか。そんな情報も出てきているようでございますので、そうすると、一つの企業

の商品についてを、データがあるとかないとかという問題よりも、それを複数使ったとき

にどうなるのかとか、そこに多数のお金を投資するべきなのか、そうでないのかとか、こ

れは私、管理栄養士の立場ですので、そんなお金があったら普通の食事にお金を出してほ

しいと言いたいところでございますけれども、本当に国民に身近な表現をしながら説明を
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していくという、そういう「自ら評価」の方法論も一つあってもいいのかもしれないと思

っているところでございます。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 ただ今の迫専門委員のコメントについて、何か御意見、事務局のほうか、あるいはほか

の委員の先生方、いかがでしょうか。 

 

○神村専門委員 迫委員の今の御発言、大変共感いたします。例えばノロウイルスに関し

てですけれども、先ほどお示しいただいた発生人数、患者数などのデータをこのまま発見

数とは考えられないのです。なぜかと申しますと、私、臨床医でございますけれども、ノ

ロウイルスの検査が乳児あるいは 65 歳以上でなければ保険診療とならないということで、

かなりの方々が検査をできずに、恐らくノロウイルスだろうというふうな診断を得て、感

染性の胃腸炎という診断名をもらって治療に入っているということなのですけれども、幸

い致死的なものではなくて、自然経過で治癒されることも多いのですけれども、お一人お

一人の病気としての問題よりも、もっと社会経済的な問題のほうが、ノロウイルスに感染

されると数日のお休みが必要になる、感染性胃腸炎では登校停止とか、そういうこともあ

って親も仕事を休まざるを得ない、そういうふうな問題のほうが大きくなっているのでは

ないかと考えております。 

 個々の具体的な内容よりも、サプリメントについても複数のものを飲んでいて、一体ど

れによって健康被害が起こっているかわからないようなことも多数事例を経験しておりま

すので、そういう観点で、一つ一つの分析、一つ一つのデータを集めるよりも、もっと違

う観点が必要という今の御意見に非常に賛同するものです。 

 

○川西座長 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○鬼武専門委員 限られた時間ですので、6 件についてコメントを作成しました。それで、

今年の候補としては落ちるのかもしれませんけれども、全体として、前回も申し上げまし

たけれども、毎年同じような案件が候補として挙がりますので、それを一物質ずつ、危害

要因として事務局のほうでまとめておけば、それがひいてはリスクプロファイルもしくは

ファクトシートになるのではないかということであり、毎年事務局が同じような作業を別

のフォーマットでやっているように見受けられるので、尐しは簡略化できるのではないか

というのを前から思っています。 

 それが全体的なコメントですけれども、個別のハザードとしてノロウイルスについては、

ここに書いてありますように、食品安全委員会のホームページの最初の一番目立つところ

にノロウイルスに関する情報は載ってはいますが、中を見ると貝のことしか書いてなくて、

今年に入って国内でアウトブレイクしている集団食中毒として食品でいろいろな、パンと
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いうことで驚かれたこともあるかもしれませんが、給食で起こったということがやはり大

きなことだと記憶しています。ですから、まだこれらの情報が出せないのかもしれません

けれども、その辺に関係する情報とか、ヒト/ヒト感染であれば健康で保菌があるのかと

か、そういうことも含めて、わかる範囲で情報を出す必要があるというふうに、ノロウイ

ルスのホームページを見たときに感じた次第です。 

 それから、カンピロバクターについては、今、食品安全委員会からリスク管理機関のほ

うに食品影響評価の結果が伝えられたということですが、重要なことは、双方向型のコミ

ュニケーションとして、リスクアナリシスは反復的プロセスであるというふうに認識して

おりますので、ぜひ、リスク管理機関のほうである程度の管理措置がされたら、今度こち

らのほうでレビューするみたいな、そういうやりとりがリスクアセッサーとマネジャーの

間であるべきではないか、それが理想だというふうに 2 点目は思っております。 

 それから、シアノトキシンについては、一部には貝毒もありますけれども、全体として

は藻がつくるアオコの毒だと思いますので、インターネットで調べると、1 番目に載って

いた出版物は WHO のホームページのところに載っていました。それから EPA（米国環境保

護庁）も、水の管理のところでシアノトキシンについて触れられていますので、そういう

ものを参照して、ファクトシートを作成する必要があるのではないかというふうに思って

います。 

 それから、飽和脂肪酸については、世界的にも WHO が非感染性疾患（生活習慣病）の一

つとして重要なテーマであるということで、2004 年には食事、運動及び健康に関する国

際戦略を採択しています。コーデックスのほうでも栄養素についてのガイドラインで、そ

の中で飽和脂肪酸を義務化というものを 2013 年度にやっております。このような国際的

な動向からして飽和脂肪酸についても一定の摂取量についてのことは重要でありますし、

そういうものが食品安全委員会の役割ではなかろうかというふうに思っております。それ

が 3 つ目。 

 それから、サプリメントは、ここに書いてあるように、私は、行政機関がまず健康食品

とかサプリメントを定義されていないのに、それから入っていくのはということで、食品

安全委員会に言っているのではなくて、政府に対して、私はむしろ、こういうものが乱立

していて無定形に使われていること自体が尐し問題というふうに考えておりますから、も

し海外のサプリメントとか EU のほうの事例を参考にするのだったら、その定義と日本が

まず何が違うかということからきちんと情報を得て、それで日本がどういう法制化のもと

にやるかということを、ぜひ、ほかの省ですけれども、まずそういう情報をきちんと整理

した上でやっていただければというふうに思っています。 

 それからあと、最後の添加物の総合評価ですが、これは前回、私、添加物と言いました

けれども、化学物質全体の複合影響の評価だと思います。先ほど事務局のほうから説明が

ありましたように、EFSA、ヨーロッパのほうでは、今、枠組みの中でいろいろなことを検

討されていますし、非食品の委員会のところでも、combined exposure については、複合
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影響についてはもう一度影響を調べるというようなレポートもなされていますので、ぜひ

そういう最新の情報を入手して、対応に遅れないようにやっていただければというふうに

思っています。 

 以上、私のコメントです。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 私が今感じているのは、私は前回からこの専門調査会に参加させていただいて、今、

「自ら評価」とは何なのかというところで、今までのこういうクライテリアでやる「自ら

評価」ということでは落ちてしまうけれども、やはり情報提供とかそういうことの意味で

は、取り上げるべきではないかというような御意見が出ていると私は感じているところで

すが、いかがでしょうか。それは「自ら評価」として採用するということなのか、これか

ら情報提供を心がける対象として取り上げるか、それとも具体的に情報提供を行うかとい

うようなことなのだろうなというふうに受け取っていますが、そのあたり、何か御意見ご

ざいますか。 

 

○小出専門委員 最初の迫委員の、情報を出すということそのものをやめるような判断と

いうのはすべきではないというのと、今の委員長の言われたことが似ているのではないか

と思いますけれども、そういう意味で、きょう挙げられた 6 つの中で、飽和脂肪酸という

のだけが私は非常に違和感があります。もちろん、情報を出すという意味、栄養学的な意

味で、メリット、それからデメリット、飽和脂肪酸を含むいろいろな食品によってとられ

るさまざまな栄養、あらゆることを教えるということは必要なのです。ある意味では食育

として必要かもしれませんけれども、飽和脂肪酸というのは、食経験という点ではずっと

あるわけでありますし、サプリメントとして新たにとるわけではなくて、ごく自然に入っ

てくるものであって、もちろん、とり過ぎという点では、食塩であったり砂糖であったり、

同じなのですけれども、そういうものも食品安全委員会で同じ取り扱いの同じページの中

でやるのかどうかというのはしっかり決めたほうがいい。 

 いずれにしても、情報を出すことが一番大事で、当然、ノロウイルスのリスコミのやり

方と飽和脂肪酸のやり方とは明らかに違うわけですから、これも含めて全部、食品安全委

員会は面倒を見るということであれば、その出し方について一つのモデルをつくっていた

だいたらいいのではないかと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。今の御意見は、飽和脂肪酸に関しては情報提供を考

える対象にするというよりは、むしろ対象から外したほうがいいのではないかというご意

見と理解しました。 

 

○小出専門委員 外したほうが、食品安全委員会のやっていることがわかりやすいことは
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わかりやすいのですけれども、おもしろいと思いますね、これだけのメンバーがいるので

すから。ただ、やるのであれば、これこれの量をこういう形でとる必要があるのですよと

いうことまで言わないと、一般的に全て危ない、危ないという文脈でもって語る対象では

ないと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 もう一つは、私が感じたのは、それぞれの候補課題が自ら評価の対象となり得るかとい

うことと、情報提供はしていくべきという話と、それぞれの候補課題によって整理してい

くべきということご意見と理解していますが、ほかに。どうぞ。 

 

○河野専門委員 食品安全委員会がすべきことということで、この「自ら評価」があるの

ですけれども、「自ら評価」という、これまで資料 1－1 で説明されている、このことで

すね。自分たちで課題を見つけて、どれだけ精度を高めた健康影響評価を出せるかという

ことと、先ほどから迫委員等がおっしゃっていることは、違うカテゴリーで判断したほう

がいいのかなと。消費者にとってみますと、今回出されている案件候補に関していいます

と、非常に関心が高いです。食品安全委員会のもう一つの役割というのは、リスクアナリ

シスとリスクコミュニケーションですね。この後、多分話になると思いますけれども、ど

れだけ国民の関心が高い物事に関して正しく情報を提供するかと、そういう観点で今回の

案件候補、つまり、自ら健康影響評価の対象として見ずに、リスクコミュニケーションの

対象として見ると、どれも非常に国民にとって関心が高いというふうに思うのです。 

 ですから、これをこの枠の中で考えると、考え方がきっと事務局の方とも齟齬が生じる

ような気もするのですけれども、逆に、国民との間で、食品安全委員会は日本の中でこう

いう役割を負っている、正しい情報を国民にしっかりと伝える、特にノロウイルスですと

か、先ほどの健康食品とは何だみたいなサプリメントの問題ですとか、このあたりは国民

に対して広く消費者教育が必要なところで、片方で食品の機能性の表示ということで検討

していても、そもそも食品とは何だとか、いわゆる健康食品というふうな、そのあたりの

定義がどこでも定まらない状況で、片方で精度を決めようとしていても、結局堂々巡りに

なってしまうと。そういったところに食品安全委員会が果たす役割というのは非常に大き

いと思います。ですから、「自ら評価」案件の枠で考えずに、これを大事にしていってい

ただけたらというふうに思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。ほかに。石川先生、どうぞ。 

 

○石川専門委員 私は、食品安全委員会でやるべきことは、国民の食生活を中心とした生

活に大きな影響をもたらすものというふうに考えるべきだと思います。そういう点では、

ノロウイルスというのは、実は厚生労働省のほかのところでも、来週も相当議論されます
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し、私どもも学校保健だとか子どもたちを育てる保育所、幼稚園のところでも大変議論し

た案件で、国民全般にわたって問題になるものだと思っております。 

 それで、現状でいいますと、ノロウイルスというのは極めてインパクトがあって、僕は

食品安全委員会は、いつもこの場に出ると言うのですけれども、日本で唯一、食品安全と

いうことについて国民の声を受けとめて進めていかなければいけない委員会だと思ってお

りますので、そういう点では、私はこれは取り上げるべきだと思っております。ただ、ほ

かの省庁の議論も含めて、よく周りを見ながらやっていかないと、大変ロスも多いだろう

というふうに思っております。 

 それからもう一つ、私は、サプリメントという題になっていますけれども、健康食品で

すね。これは実は、国民の中では相当膨大な経済的な負担が、私から見ると浪費に近いの

ではないかと思っているのですけれども、使われているというふうに考えております。実

際には、私どもの仲間で内容をはかりましたところ、含有物がそのとおり入っていない。

全く入っていないというか、30％以下ということもあるわけで、これは詐欺まがいの表示

が行われているものもありますし、私たちの生活にある面では大変な損害をもたらしてい

るものだというふうに考えることもできますので、これは私たちが議論するというのは大

変適当だと思っております。 

 もし 1 つに絞るということを無理やりやらなくていいということであれば、ノロウイル

スとサプリメントということについて、同時に取り上げていただくのが一番適当かなとい

うふうに思っております。 

 それから、1 つ言いますと、ノロウイルスはここ 1 週間、私のところに検査の希望者が

来ております。保険適用でない方たちが自費料金で、大体 3,000 幾らなのですけれども、

希望してきます。それが大抵は飲食関係の仕事をされている方で、多尐お腹を壊したよう

な状態。それでやりますと見事に出ます。本人たちは普通の状態 に近いということで仕

事をやっていますから、僕は一刻も早く、いつもこのノロウイルス感染者数の数字が大変

貧弱な数字になっていますけれども、こんなものではないので、きちんと正確に把握して、

日本の一つの大きな現象として捉えて、どうやって予防するのか、みんなで考えていかな

ければいけないのではないかというふうに考えております。 

 

○川西座長 どうぞ。 

 

○戸部専門委員 先ほどから、「自ら評価」というものがどうあるべきかというようなと

ころのお話も出ているかと思うのですけれども、私は、資料 1－2 の案件候補の選定基準

で、（1）、（2）ということでありますけれども、この基準である程度ピックアップして

きたものについては、その結果、きょう、資料 1－5 の 6 項目ということだと思うのです

けれども、先ほどからお話があるように、国民の皆さんの関心も高いですし、実際、今お

話があったように、ノロウイルスの患者さんが非常に増えているという状況等々考えます
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と、これらについては、どれかをピックアップするということよりも、どうやったら安全

性確保のための評価ができるのか、情報提供ができるのかということを考えていったほう

がいいと思います。 

 今ここで技術的困難性というふうに書かれていますけれども、評価や情報提供を行う際

の課題というふうに捉えて、これがあるから評価対象から外しましょうということではな

くて、これらについては、どういうふうにしていったら安全性に関する情報をきちんと伝

えられるのか、より精度の高い評価ができるのかということを議論したほうがいいのかな

というふうに思っています。 

 

○川西座長 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○有路専門委員 前回も発言をさせていただいたのですが、例えばノロウイルスとかカン

ピロバクターについてですけれども、リスク管理手法が、例えば外食さんであるとか加工

場とかの管理レベルの差によって、恐らくリスクというのは全然違ってきていると思うの

です。例えば HACCP 手法を取り入れているところと取り入れていないところでは、恐らく

劇的に差があると思うのですが、ノロウイルスがどれぐらいリスクがあるかとか、カンピ

ロバクターがどれぐらいリスクがあるかというふうな単一のものの評価というのは、既に

終わっているということだとは思うのですけれども、そういう管理手法の実態とそれによ

る掛け算で出てくるリスクの差というところを評価するということをした上で、それを示

したほうが意味があるのではないかと思うのです。 

 というのは、その結果として、衛生管理の手法というのを一歩進んで取り入れるか取り

入れないかというところにつながると思いますし、それが北米の FDA の HACCP が 100％の

普及率であるというのは、法的に縛りがあるからというのはありますけれども、我が国で

たかだか 20％程度しか HACCP 手法は普及していないというところもありますので、きち

っと管理手法によるリスクの差がどれぐらいあるかというのを評価するというのに絞れば、

十分やる意味はあるのではないかと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。渡邉先生、どうぞ。 

 

○渡邉専門委員 今まで専門委員、特に微生物に関しては微生物の専門調査会の座長をや

ってきたことからお話しさせていただきます。 

 ノロウイルスとカンピロバクター、これに関しては、特にカンピロバクターに対しては、

今お話があったように、リスク管理の問題点が絡んだ形での評価を行ってきたのですね。

その結果が報告書として出ています。現在、リスクマネジメント機関である厚労省がこれ

に対してどうするかを検討して、HACCP を導入する方向での動きを行っています。特に、

リスクを下げるためには、2 つの要素がカンピロバクターの場合にはありまして、1 つは
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生食を避けること、もう 1 つは食鳥処理場におけるクロス・コンタミネーションをなるべ

く最小限にすること、その 2 つをやることによって、このリスクを最大限に、90％以上で

したか、下げることができるという評価結果になっております。 

 ですので、今後は、実際にマネジメント機関がそれをやることによって、どれぐらい減

るのかということを見た結果に基づいて、それで不十分だったらもう一回リスク評価をし

て、新しいターゲットをどこにするかということを決めていくというのが、科学的に考え

ればそちらがいいと思うのです。評価を何回やっても、実際にそれを実行に移さないこと

でレビューしたとしても、余り意味がないと思うのです。それが 1 つです。 

 ノロウイルスに関しては、先ほど石川先生が、このデータは「なっておらん」という話

でしたが、確かに「なっておらん」なのです。日本のサーベイランスはあくまで、ポジテ

ィブサーベイランスではなくてパッシブサーベイランスです。ですので、医者が 2 名以上

の患者を診てそれが食中毒と判断された場合にはそれを報告するという、いわゆる報告義

務に基づいてやっているので、実態を把握しているわけではないです。傾向を見るという

のが日本のサーベイランスの基本です。ですので、先生がおっしゃるように、実態を把握

するためにはアクティブサーベイランスをやらないとなかなか難しいということです。た

だ、全ての疾患に対してアクティブサーベイランスをやるほどの、日本はまだお金を出せ

ないというか、感染症研究所の所長がそういうことを言うと怒られますけれども、実態と

しては余り金が出ていないので、ある地域を決めて、全ての食中毒疾患を把握して、その

中に、例えばノロウイルス、カンピロバクターがどのぐらい割合があるかということから、

ポピュレーションアナリシスをするという手法を使わないと、実態はなかなか難しいです。 

 厚労省の食中毒統計に報告されているカンピロバクターの患者数は、だんだん減ってき

ているのですけれども、報告されているのは 1 万人から 2 万人ぐらいです。でも、例えば

ギランバレー症候群の数からのカンピロバクターの患者数とか、カンピロバクターの食鳥

における保持率、そして感染率、それらを総合した結果から感染者数を推測すると、延べ

1 億人ぐらいいるだろうというのが推定結果です。その推定結果に基づいてリスク評価を

やった結果が、先ほど言いました専門部会に報告されているわけです。ですので、ノロウ

イルスがもしそれをやるとすれば、そういう方向で評価をやらなくてはいけない。 

 ただ、ノロウイルスの場合には非常に難しいのは、皆さんも御存じのように、1 つはヒ

トーヒト感染、もう 1 つは不顕性感染で、ウイルスを排泄する量が非常に高いというのが

最近わかってきています。それらをどのような形で入れ込んだ形で食品由来のリスク評価

に結びつけていくのか、これはなかなか難しい。そういうことも含めて、今までここのと

ころで議論されてきて、「自ら評価」に挙げるのは、最終的にリスク評価ができるという

ことを前提に選んでいるのですね。そのために、そういうデータがなければなかなか難し

いというのを事務局がここに書いてあるのですね。 

 ですので、リスク評価をやるまでの云々ではなくて、リスクコミュニケーションまたは

ファクトシートを出すだけでも十分ではないかという議論がされているので、そこは先ほ
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ど河野さんがおっしゃるような形で分けて考えれば、もうちょっとすっきりしていくので

はないかと思います。 

 

○川西座長 どうぞ。 

 

○夏目専門委員 今、先生がおっしゃいましたように、ノロウイルスにつきまして不顕性

感染が非常に多くなってきているという、実は私は浜松市の隣の市に住んでおりまして、

1,000 人以上の子どもたちがノロウイルスに給食で感染したということは非常に大きなシ

ョックでもって受けとめました。しかもあのときには、あの事業者は、衛生管理について

結構前向きに取り組んでいた事業者であったという事実もあります。 

 ですけれども、あのような中でああいうことが起こり得るということが表に出てきまし

たときに、食品衛生にかかわる人たちたちが不顕性であるということは、もちろんふだん

では認識できないわけで、本当にチェック以外に防ぎようがないのですけれども、24 時

間そこに携わっている人たちがいつもチェックをしながら、食品の事業者として携われる

かといったら、決してそんなことはできないわけです。 

 ですから、新たなステージといいますか、そういうところにノロウイルスについては来

ているのではないかということを、今、すごく強く感じておりますので、リスク評価が難

しいということであれば、食品安全委員会として、今お話が出てきたように、ファクトシ

ートでも次のレベルとしていいので、国民に対して一歩進んだ情報提供をしていただけれ

ばというふうに非常に強く思っておりますので、発言させていただきました。 

 

○川西座長 食品安全委員会だけではなく、リスクコミュニケーションなりリスクマネジ

メントを担当している日本の関連機関がもっとアクティブに対応したらどうかというご意

見もでているようですが、今回結論を出そうとしている食品安全委員会における「自ら評

価」の対象にすべきかすべきでないかというあたりをまずは議論したいところですが、ど

うなのでしょうか。どうぞ。 

 

○山根専門委員 まとめになりそうなところで済みません。「自ら評価」という事業をど

う考えるかということで、大きな議論になっているようですけれども、選定するものは適

切な評価結果まで結びつくものというか、結果が求められるものになるだろうと思ってい

ます。しかし、ただ事務的、単純に落とす、落とさないということではなくて、何が必要

か、何ができるかということで進めていこうという考えは、とても望ましいということで、

両方で考えていく必要はあるだろうと思っています。 

 いろいろと意見が出ていますけれども、飽和脂肪酸のところでは、現状のリスク管理措

置として、日本人の食事摂取基準、厚労省の定めている基準でもって措置がされていると

いう説明がございました。トランス脂肪酸のところでも、先ほど最初の説明で、日本人の
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食事摂取基準、これは新しく 2015 年版が間もなく取りまとめられるということが書かれ

ておりまして、それによって新たに知見収集、情報提供等をしていくということが説明に

書かれておりますので、そういった新しい報告等も注目をしていって、適切な方策とか、

情報提供に結びつけていく必要があるだろうと思っていますし、サプリメントにしても大

変関心が高く、いろいろと取り組みを進めてほしいと思っているわけですけれども、ただ

難しいからということで落とす、落とさないではなくて、これも評価方法等を探るという

ことを続けて、できるところから何とか進めていただきたいと思っています。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 

○堀口専門委員 個別の話ではなくて、自分が考えたときに、先ほど渡邉委員が言われた

とおり、私は評価手法がイメージできるものとできないものに分かれていまして、それは

多分、皆さんも個々人でそうだと思います。ただ、情報提供というか、関心があるとか、

そういうことについては、ほとんどの委員は合意ができていると思うのです。評価手法に

ついては、評価をする担当になりそうな方々がイメージできないものを、幾ら私どもが評

価すべきだと言っても、それは困難なことになろうかなというふうに思いますので、そこ

の評価手法がわからない人たちで評価すべきだという結論を出すのもいかがなものかと思

いますので、座長が言われているとおり、そういう意味で尐し整理をしていただければよ

いのかなというふうに思いました。 

 

○有路専門委員 渡邉委員のほうに、私の日本語が悪かったせいで趣旨が伝わっていなか

った感があるので、補足だけさせていただきます。 

 私がカンピロバクターの影響評価を見ていないわけではなくて、もちろん読んでいるの

ですけれども、そうではなくて、衛生管理の、例えば HACCP だけのレベルではなくて、一

般衛生管理の SSOP レベルであったとしても、全般に食中毒のリスクを下げることができ

るというのが常識だと思うのですが、そういうふうに、ノロウイルス、カンピロバクター

とか、ほかの食中毒原因の感染型のものの全体のリスクを下げるか下げないかという評価

をすべきだと言っているのです。なので、ばらばらの 1 個 1 個の原因になるものに対する

評価ではなくて、管理手法を入れているか入れていないかでの全体のリスクが上がるか下

がるかというところの評価が要るのではないかという趣旨です。そこが多分伝わっていな

かったかなという気がします。 

 

○川西座長 渡邉先生のほうから何かございますか。 

 私はどちらかというと、評価対象に決まると評価をする側に入る人間です。そういう立

場から整理すると、まず、飽和脂肪酸というのはちょっと違うと思われます。要するに、

飽和脂肪酸は栄養素に絡むことですから、リスクを評価してくれと言われても、報告する
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にも 50 年かかるぐらいの感覚でしか答えられないようなことに思われます。ただ、こう

いうものに関していろいろな科学的な情報を集めるとか、それが集まったところで研究班

か何かを組織して整理して、情報提供するというのはあり得るかもしれない。ただしリス

ク評価対象にするには無理があるかと思います。先ほどの小出先生のご指摘もそれに共通

する部分があろうかと思いますし、堀口先生がおっしゃっている視点からみても、このま

ま取り上げるのは無理かなと思っているのですが、いかがですか。そこはまずいいですか。 

 それから次に、これは勝手に座長が整理してしまって申しわけないのですけれども、添

加物の総合評価。添加物の話は国民の関心が高くて重要だということはわかるのですけれ

ども、これも複合暴露に関して、漠と評価して報告書を出せと言われても、これもまた非

常に大変で、医薬品の相互作用というのは、これとこれの組み合わせというのが決まって、

経験的にも相当程度絞り込みが可能なのでできることであって、食品添加物について関心

が高い、そういう情報が欲しいということ、これはよく理解できるにしても、こういう可

能性があるよという具体的な情報がまずないと、自ら評価の対象としては挙げにくいとい

うところがあるかなと。 

 あと、専門的な立場でいくとサプリメント、これも関心はすごく高いと思うのはもちろ

んで、実は私どもは、具体的な問題が指摘されれば、研究所の担当部門は分析をします。

ただし、そういうレベルの話で、といってサプリメント全般のリスク評価という話になる

と、サプリメントというのは余りにも漠然としていて、尐なくとも対象を絞らない限りは、

評価をする方たちにリスク評価をお願いすることは難しいと思います。重要関心事である

ということは、それはもちろんあろうかと思いますし、個別の問題に対するリスク管理機

関の対応は必要かと思いますが、いずれにしても自ら評価の対象とするには適当ではない

と思います。 

 ここまで総括したいと思いますが、そんなことはない、やはり以上三つについても引き

続き対象として議論すべき、という御意見はございますか。 

 

 

○石川専門委員 私は、サプリメントと表現していますけれども、健康食品、もっと広く

考えていただければいいと思うのですけれども、これで、例えば安全性についていろいろ

と情報提供を行っているという、ここにもリスク管理のことを書いてあります。それと、

製品によって成分が違うから、個別企業の製品名を明確にする必要があるとか、いろいろ

困難性についても書いてありますけれども、私が一番求めるのは、健康食品あるいはサプ

リメントと言われるようなものについては、定義をしっかりしなければいけないのですけ

れども、国民がどういうことでこれに依拠しているのか、その依拠しているのが、きちん

としたものに基づいて依拠しているのかということについて、私たちは一定の助言をする

べきだというふうに思っているのです。 

 だから、もちろん私たちは医療の現場で、サプリメントのとり過ぎでひどい状態になっ
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た人だとか、そういったものは実際に症例として報告したりいろいろしております。ただ、

それだけではなくて、健康食品やサプリメントに対して、国民はこういう考え方を持った

ほうがいいですよということは、僕はリスクコミュニケーションとしてするべきだという

ふうに思っているのです。 

 ですから、それは私は、ここで取り上げるのは、いろいろ困難性はあるけれども、一つ

一つの製品や云々ではなくて、さっき言いましたように、表示が本当にでたらめな表示は

いけないよと、それは企業に言うべきです。しかもそういうもので、あたかも効果がある

ような表現はもちろんいけないことになっていますけれども、そういった過大な評価だと

かというものを表現してはもちろんいけないわけです。これも国民の側がもっとしっかり

とした評価できるような情報を提示するべきだと思っています。これは一般論になってし

まうかもしれませんけれども、それはするべきだというふうに思っております。 

 

○山本総務課長 その点につきまして、事務局のほうからコメントさせていただければと

思います。 

 健康食品とかサプリメントということですけれども、国民が何らかの形で依拠している

ので購入なさっていると思いますけれども、依拠するというのは、多分、効能とか機能を

期待してお買いになっているのであろうというふうに思っております。健康食品がどの程

度効能があるのか、表示されているほどの効能があるのかは、確かに国民の大きな関心事

ではあろうと思っておりますが、リスク評価という意味では、効能のところを食安委が評

価していくということではございません。私どもとしては、安全性に問題があったときに

どういう影響があるのかを、具体的な科学データのもとにお示しするという役割を担って

いると思っております。 

 そういう意味では、評価の案件としてはなじまないのですが、今、石川委員がおっしゃ

いましたように、全体的に見て食育という観点、あるいはバランスのいい食生活をしてい

くためには、どのように考えていったらいいのかという意味で、適切に情報提供していく

役割は、政府全体として食育基本法で国民への情報提供をしていくこと、我々も政府の一

員として、それをやっていく意味が十分あると思っておりますので、事務局案でも情報提

供ということで書かせていただきましたけれども、そういう方向で考えていただけると適

当かなというふうに思っております。 

 

○川西座長 サプリメントは、ただいまのコメントで食品安全委員会の事務局として、こ

ういうことなのだということをおっしゃったけれども、一方では、サプリメントについて

も何とか警鐘を鳴らすようなやり方がないだろうかということが、石川先生のおっしゃっ

ている本意と思います。それが食品安全委員会の今の機能の中で果たすべき役割かという

議論も必要なので、サプリメントに関してどういうふうにできるかということに関しては、

引き続き本調査会としても注視するということとして、棚上げで大変申しわけないのです
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けれども、今回の「自ら評価」の対象候補からは外すということにしたいと思います。そ

れもまずいですか。 

 

○山根専門委員 今のおまとめで異論はないですけれども、評価とは違って、管理のほう

の話だと思うのですけれども、管理機関の監視というか、チェックというようなことも、

食品安全委員会の大きな役割であるわけでして、今、消費者庁、消費者委員会のほうで栄

養成分表示とか健康食品の表示についての議論がまさに進んでいるところですよね。そこ

へ食品安全委員会としてもきちんと連携するというのか、やりとりはする、きちんと注視

していくということは必要だと思っていますので、そういったこともぜひお願いしたいと

思いました。 

 

○川西座長 どうぞ。 

 

○姫田事務局長 尐しつけ加えさせていただきますと、今、山根委員からお話があったよ

うに、消費者庁のほうで、いわゆる健康食品についての表示の議論がされております。私

どもとしては、効果効能についての表示というのは、法律上、私どものほうの仕事ではな

いのですけれども、食品の安全を守るという意味での仕事については私どものほうの仕事

だと思っております。そういう意味では、山根委員もおっしゃったような形での、委員会

で政府の一員として意見を言うなり、そういうことは努めてまいりたいと思っています。 

 さらに、サプリメントを一つ一つの製品をやると、多分、リスク評価、アセスメントに

1 つの製品について数億円かかるだろうと思います、毒性評価とか。しかも、ビタミン類

でも、医薬品と違う製法でつくられていたら、原体混在物が何があるかというのがわから

ないので、それもどうなるかというようなことがあって、サプリメント一つ一つ調べたら

とんでもない話になるのではないかと思います。 

 そういう意味で、座長のおっしゃったように、座長のところも危害情報を収集していた

だいておりますけれども、私どものほうも、世界中から危害情報をできる限り早く収集し、

そして厚労省もまた別途、収集しておりますので、それぞれのところでできるだけ危害情

報を早く収集して、それで早く皆さん方に知らせるということ。 

 それからもう一つ、食育の一環として、サプリメントを使うことのリスクと課題と、ベ

ネフィットはあるのかどうか知らないですけれども、ベネフィットというようなことをき

ちっとまとめて、国民に情報発信していくということをしていきたいと考えております。

サプリメントを一つ一つリスク評価していくと、農薬や食品添加物の企業から、何で自分

のところのものを「自ら評価」してくれないのと言われて、大変なことになってしまいま

すので、それは御容赦いただきたいと思っております。 

 

○石川専門委員 座長が早くおまとめしようというのは、それは妨げるものではないので
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すけれども、私の言いたいのは、一つ一つの分析に幾らお金がかかるとか、そういう問題

ではないのです。例えば、糖尿病が大変重たい方が、こういうサプリメントをとると糖尿

病がよくなるよと人からいっぱいもらったりして、そっちが中心になってしまったりして

いる現象がいっぱい起こっているわけです。つまり考え方の問題なのです。それを言って

いるのです。だから、私たちが健康食品だとかサプリメントに対して、国民にいろいろ啓

発するのは考え方の問題なのです。そこを僕はここで取り上げる必要があるのではないか

と言ったのですけれども、別にいいです。おまとめになるならそれでも構いません。 

 

○藤原専門委員 私も同じように現場で見ていますと、やはりそういう問題は非常に、特

に特保と言われる商品につきましては、国民が本当に理解していない中で使われていると

いうのが現実でありますので、サプリメントと言うと非常に幅が広くて、サプリですから

補完するとかそういうことでしょうけれども、特保の場合はまさにそういう状況で、国民

がわからない評価の中で使っている。それで医薬品を使用しなければいけない人がやめて

いったりしている状況も非常に多いと思いますので、その辺の評価はしっかりと国民に知

らせるべきかなと思っています。 

 

○迫専門委員 延長してしまうといけないので、できるだけ早く述べます。 

 サプリメントという言葉で集約されているというところの中には、さまざまなものが入

ってくるだろうと、今おっしゃった特保も入るし、栄養補助食品、健康補助食品、さまざ

まな名前のものが入ります。特保はそれでもまだ根拠が明確なのですけれども、いわゆる

健康食品と言われているものの中には、本当にわけのわからないものがあって、そこが危

害を及ぼしている。実際問題、摂取したものがそのまま膝に届くとか、腰に届くとか、そ

んなことあり得ない話なのに、それを信じさせていると、そういうふうな状況であります。 

 それぞれのものについて、個別にやるのはとても大変だろうというのは、確かにそのと

おりだと思うのですが、その中で、特に危害情報等が集約されてきているもの、そういう

ものの一つでもいいから取り上げて評価していく。それは今年度の案件という形でなくて

ももちろん構いません。ある程度の年数の中で、評価方法であるとか、どういう順番で評

価するのかとか、そういうふうな道筋を考えていただいて、できないからやらないではな

くて、先ほどいろいろ御意見がありましたけれども、やるための方法論、そのどこの段階

に今あるのかというところを整理していただくような形で、継続的に審議していくという、

毎年出ているものですので、継続審議という形が望ましいのではないかと思います。 

 

○髙岡専門委員 食品安全委員会の意義というものをお持ちだと思うのですけれども、ノ

ロウイルスやカンピロバクター、これはもちろん危険な状態で非常に大事だと思うのです

けれども、先ほど座長が、飽和脂肪酸はいいのではないかという話があったのですけれど

も、今、実際に病気にかかる方というのは、感染症の方は大幅に減っているらしいです。
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ちなみに、生活習慣病が増えていまして、循環器系の病気が増えていると。つまり、今ま

で自分が安全でいいと思って食べていたものによって、結局寿命を縮めたりということが

非常に増えているというのを聞いております。 

 そうなると、ノロウイルス、カンピロバクター、これは何が菌だということはわかって

いて、こういうふうに対応すればいいというのはだんだんわかってきていますけれども、

不飽和脂肪酸ですとか飽和脂肪酸ですとか、ふだん我々が食べているものに対して、ちゃ

んとした研究なりそういったものをやる機関がないのではないかという気がしまして、例

えば、牛肉というのは飽和脂肪酸が多いですよと言われているのですけれども、その中で

も和牛の非常に脂の溶けがいいものに対しては、逆に不飽和脂肪酸が多いというような話

もありまして、それも本当にそうかどうかというのはよくわからないです。いろいろなと

ころがそう言っているのですけれども、一体何を信じればいいのかなというのが非常にわ

かりづらいものがありますので、そういったものを、食品安全委員会のものなのかわから

ないですけれども、感染症ではない循環器系、生活習慣病にかかるようなものに対して、

しっかり研究する、自ら評価するというようなものができたらいいなというのを、意見と

して述べさせていただきました。 

 

○川西座長 意見としては私はよく理解できます。ただ、実際のリスク評価の手順を考え

ると、これから研究を始めて、まずそういうことの比較できるデータをとるようなことか

ら始めてというような段階が、今の食品安全委員会で自ら評価のテーマとして挙げるのが

適当かというと、それはなかなか難しい話で、問題意識をもち、リスク要因となっている

ということで警鐘を鳴らすべきという情報があれば提供するということはあっても、今議

論している「自ら評価」の対象ということでは、やはりちょっと違うなというのが、私が

今まとめる上で申し上げようとしていることです。健康食品については、一部のものでは

健康上の問題発生が懸念されるということは、しみじみ感じております。とんでもないも

のが混入していることがわかり、それを検出したのならば、販売を禁じ、情報提供をする

ことはもちろんなのですけれども、これら製品全般について、今の段階で有害かどうかと

いう評価をこういう公的な調査会が行うということに関しては、なかなか難しい部分があ

ろうかと思います。本日審議している「自ら評価」の対象にするには時期尚早であるし、

もし取り上げるにしても、もうちょっといろいろな情報の整理なりなんなりが必要だろう

というのが、今まとめる上で皆様に同意を求めているポイントです。 

 その上で、例えばノロウイルスとかカンピロバクターは、今のタイミングでリスク評価

をするのが適切かどうかという議論になるように思われます。一方 4、5、6 は、テーマの

取り上げ方自体の整理が必要だから、今回の「自ら評価」の議論からは外すということで、

きょうの議論の第一ステップの結論としてはいかがかなということで、渋々という先生方

が何人かおられるようですけれども、そこまではよろしいですか。 
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○渡邉専門委員 やらないということでいうと、多分、ネガティブに皆さんが捉えている

と思うのです。そうではなくて、今、先生が言いました、「自ら評価」はやらないけれど

も、リスクコミュニケーションのひとつとして情報を集めて、それを発信するのはやりま

すというふうに言っていただければ、多分皆さんは納得するのではないかと思うのです。 

 特に、先ほどの 9 ページで、ホームページ等に情報を入手することが可能と書いてある

ところで、食品安全委員会というのが書いていないのだけれども、これはやっているので

すか。資料 1－5 の 9 ページで、資料番号 12 で、「以下のホームページ等により情報を入

手することが可能」と書いてあるのですけれども、食品安全委員会とここに書いていない

ような気がするのだけれども。 

 

○姫田事務局長 ここには書いてございませんけれども、私どものほうで日々、世界のリ

スク管理機関、リスク評価機関あるいは論文も含めて、世界中から情報収集しております。

その中で情報収集して、それをホームページで発信しております。 

 

○渡邉専門委員 しているのですか。そしたら書いておいていただければ。食品安全委員

会もやっているというふうにアピールしていただいたほうが、今の皆さんの話だと、食品

安全委員会は何もやっていないではないかと、もうちょっとやれよという話なのではない

かと思うのですけれども。 

 

○川西座長 どうぞ。 

 

○山本専門委員 サプリメントに関してですけれども、このようにサプリメントが広まっ

たのには、前にも言ったと思うのですが、広告の仕方ということもあると思うのです。食

品ではないのですけれども、例えば、諦めないでというような、そういうことを言って被

害が広まったという事例もありますし、私ごとで恐縮ですけれども、果たしてそういうふ

うに宣伝している人に責任はないのだろうかというのが私のテーマなのですけれども、サ

プリメントについても、個々の被害を追跡するということでなく、広告のほうにもう尐し

こちらのほうから投げていただくというようなことをしていただければ、もう尐し市場は

縮まって被害も尐なくなるので、1 つの切り口だけで議論をしていくのが本当にいいもの

かどうかと思いましたので。 

 

○山本評価第二課長 サプリメントの話がずっと続くものですから、政府全体の話だと私

ども認識しています。先ほども話があった消費者庁のほうで、新たな機能性表示のあり方

という、きょうの午前中も会議があって、その中では、今後、安全性の確保の仕方、有効

性の評価の仕方、消費者への情報提供のあり方、河野委員も出られていたのであれですけ

れども、体系的に議論をして、どういう制度がいいのかと、まさに議論が始まったところ
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で、その議論の進展を見ながら、誰がどういう対応をすべきかという議論も並行して考え

ていかないと、今、拙速に何かを出しても、そちらのほうで全体的な検討をしているもの

との齟齬とか、そういうこともあるので、そこの様子は事務局としてもしっかり見させて

もらいたいと思っています。 

 

○川西座長 今の御意見の広告の問題などは、今の食品安全委員会が結論を下したり、何

かを言うということができない話で、議事録にとどめることとして、また何かの機会があ

ったら、そういうことがここの議論で行われているということを伝えていただくというこ

とで、これ以上その話をしても、食品安全委員会の話ではないと思いますので、それはそ

れで。どうぞ。 

 

○大瀧専門委員 サプリメントやいわゆる健康食品というのは、普通の食品とは違う観点

で皆さん選んでいらっしゃると思います。普通の食品でしたら毎日食べるのですから、で

きるだけ安全であってほしいと思い、農薬や添加物はできれば避けたいと思われるのでし

ょうけれども、サプリメントの場合は、よくわからないものの方が効くような気がしたり、

効いてほしいという期待感もあり、添加物等が含まれていても気にせず毎日とっておられ

たり、矛盾があるのですね。販売方法も、知り合いから知り合いに販売されていたり、一

般の主婦の方がアルバイトのようにして、高額なものを近所の方につき合いのような形で

販売されていたりという場合もあって、広まりやすいということがあると思います。です

から、正しく判断できるような、冷静に判断できるような、国民への助言というものを出

されたらいいのではないかなと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○宮野専門委員 サプリメント、健康食品については議論が高まっていますけれども、こ

の時代、先ほどの、普通の食生活に対する不安というところから、そして健康への不安と

いうところまで、健康保持とか病気をなるべく予防していきたいという反面、過剰摂取し、

またそれに対して健康被害がちゃんと報告されているという負の側面もあるということで

すが、食品安全委員会で取り上げるべきものとは違うのではないかということはよくわか

りました。では、どこがどう取り扱うべきかということを尐しずつ明確にしていっていた

だきたいと思っております。 

 

○川西座長 今の議論において座長として中間的結論として取りまとめようとしているこ

とは、これらの課題について食品安全委員会が扱うべきではないということではなくて、

今審議している「自ら評価」の対象案件候補からは外すということです。外すといっても

今後どのように食品安全委員会が扱えるかということについては、例えばリスクコミュニ
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ケーションのところにそれを組み込んでいくとか、それに向けた何か別の枠組みも必要な

のかもしれませんし、方法は継続的に議論するということです。サプリメントは非常に関

心も高いし、確かに健康被害が想定される可能性もありますので、石川先生がおっしゃっ

たように、健康食品一般と言ったほうがいいかもしれませんけれども、それは継続的な検

討対象とすればよいのではと思います。ただ、本日審議している「自ら評価」の議論の対

象候補からは外すということなのですけれども。 

 

○民野専門委員 今おっしゃっていることの続きになることなのかもわからないですけれ

ども、各案件について、アナリシスの対象なのかコミュニケーションの対象なのか、それ

とも「自ら評価」案件にはしないけれども継続課題とするものなのか、その辺を鮮明化し

ていくことの中で、本日の課題というのが一歩進んでいくような気がいたします。 

 

○川西座長 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○大西専門委員 先ほどからずっと議論が続いているのですけれども、まずリスクコミュ

ニケーションの案件にするべきなのか、「自ら評価」の案件にするべきなのか、その議論

を整理するというのが 1 つあろうかと思います。 

 ただ 1 つ、事業者の側面からお話しさせていただきますと、サプリメントと書いてあり

ますけれども、健康食品については、先ほど山本課長のほうから話がありましたように、

表示というところとも非常に関係してくると思います。今、特保というのは非常に注目さ

れて、いろいろな商品が出てきておりますけれども、それ以外に新たな食品という表示に

ついて見直しもされておりまして、その中で、当然、安全管理とリスク管理含めての確認、

あるいは要件が出てくると思います。そういったものを踏まえた形で健康食品というのを

議論していくという形のほうが、より具体的で効果のある、またリスクコミュニケーショ

ンのほうの発信についてもリンクした形になるのではないかというふうに考えております。 

 もう一つ、ノロウイルスの件ですが、これは私、実はパンを主体とする事業会社に勤め

ており、ノロウイルスということで、パンが原因なのですか?というようなお問い合わせ

等々もたくさんありました。お客様含めて対応も非常に大変な対応をしているのですけれ

ども、先ほど渡邉先生のお話もありましたように、カンピロバクターも含めてなのですが、

予防対策、リスク管理方法がしっかりあれば、事業者もきちっと対応ができます。ただ、

ノロウイルスにつきましては、皆様も御承知のとおり、通常の培地の培養ができないとか、

事業者が自らの管理も非常にしづらい。なおかつ予防とか啓発等々、いろいろやりますけ

れども、限られた知見の中で、いかに具体的な有効性のあるものをやっていくかというの

を、各会社、非常に苦肉の策でいろいろやっています。 

 そういった中で、今の現状の情報をまとめて発信するリスクコミュニケーションの側面

と、この課題にもありますけれども、現在はデータの入手より管理手法を確立するための
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基礎データというのが非常に希薄だなというふうに感じますので、その部分については、

食品安全委員会のほうでも各官庁へのプッシュでありますとか、食品安全委員会でできる

範囲、「自ら評価」でできる範疇のことについては、具体的に進めていくという形で取り

上げていただければ、非常にありがたいなと思っています。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 それで、4、5、6 に関して、この調査会がどう扱うかですが、皆様のご意見を伺ってい

ると、むしろ消費者庁が関係すると思われる話も出ていますし、リスク管理機関との連携

が必要なこともありますから、そこは引き続き、ここの案件として、例えば飽和脂肪酸に

しろサプリメントにしろ、ここで言う添加物の問題にしろ、本調査会の皆様において特に

関心が高いのは、今の様子だとサプリメント、健康食品かもしれませんけれども、このあ

たりは、今審議している「自ら評価」の対象候補ということではなく、これを今後どう食

品安全委員会で扱うかということは引き続き議論しましょうということにさせていただく。

シアノトキシンに関しては、特段に取り上げるというご意見は出てはいないけれども、事

務局からは、ファクトシートを作成し、どういうリスクがあるかということに関して事実

関係をまとめておいたらということの御提案。それは今日の審議結果の一つになり得ます。

あとノロウイルスとカンピロバクター、これらのトピックについては、重要性に関しては

皆さん一致しているかと思いますが、今の時点が、自ら評価案件として取り上げるタイミ

ングであるのか、これは技術論の問題もありましょうし、ノロウイルスがまさに今猛威を

奮っているということは、皆さん御存じだと思いますけれども、リスク評価の対象として

挙げて、具体的に今のタイミングでプラスアルファのリスク評価が可能かどうか。可能な

らばそれはどういう側面の評価かということで、今回の議論は、このあたりをどうするか

ということが最終的に残っているポイントと思います。 

 この点については、今までの渡邉先生などの御意見では、カンピロバクターに関しては

もうちょっと後でないと、以前行った評価以上のことはできないという趣旨だったと私は

理解していますが。 

 

○渡邉専門委員 今、管理機関が行っている結果に基づいて再評価を行うべきであると思

います。また繰り返しますけれども、今、厚労省の食中毒部会または食肉の部会で、先ほ

ど言いました HACCP の強化とか、いろいろなことが実際に行われようとしていますので、

その結果、どういうふうになっているかというのを、1 年、2 年後にデータが出てくると

思うので、それに基づいてもう一回再評価をすればいいのではないかというのがさっきの

コメントです。 

 

○川西座長 先ほど有路先生のほうから、そういうことでも別の視点から評価はあるので

はないかという御指摘もありましたが、今、専門家としての渡邉先生のコメントからする
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と、これに関しては、今回は「自ら評価」の対象にはしないけれども、まさにそのあたり

のデータが出てきた時点で、リスク評価対象にとりあげるということではいかがでしょう

か。 

 

○石川専門委員 私は、カンピロバクターとノロウイルスを比較しますと、数段、やりに

くさが違うのですね。カンピロバクターのほうは、今、渡邉先生がおっしゃったように、

生食の乳肉水産食品部会というところで、生食についてのメッセージがそろそろ出てくる

と思うのです。そのときに、私は、国民へのリスクコミュニケーションも重視しまして、

わかりやすい数字といいますか、あるいは A から E ぐらいまでの範囲でランク付けをして、

重大性ということについてわかりやすく出して、それでリスクコミュニケーションするべ

きだみたいなことも言っているのですけれども、そうだとすると、カンピロバクター単独

ではなくて、ノロウイルスは別個かもしれませんけれども、いわゆる食中毒ということに

ついて、コンタミなのか、それとも、それをさわって、手で食器を扱ったりするときの感

染なのかとか、そういったことも含めて、食中毒全般についてリスクコミュニケーション

するのは、僕は大変適当なのではないかと思うのです。 

 ところが、ノロウイルスは全然違うと思うので、これは私も、先ほど言いましたように、

保育所、それから学校のほうでいろいろやりましたけれども、ファクトをまずきっちりと

我々が入手しまして、それでアナリシスもきちんとやって、リスクコミュニケーションを

国民にしていくという段階を踏まえて、きちんとやるべきだと思います。それによって、

保育所の子どもの扱いの仕方もがらっと変わってくるのではないかということも思います

ので、そういうことも含めて、やるのだったら、そういう観点からこの 2 つを考えていけ

ばいいのではないかと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございました。どうぞ。 

 

○中本専門委員 いろいろ皆さんの御意見を聞いておりまして、一国民の意見として頭の

片隅にでも入れていただけるとありがたいのですけれども、手法の件だとか技術的に困難

だということはよくわかりました。ただ、ここでお世話になって 3 年目になりますが、大

体の「自ら評価」案件、出てくるものが困難であるということで、毎年なかなか進まない

なというふうに見ております。 

 今回気になったのが対応（案）、「情報収集に努め、必要に応じ、情報提供を行う」。

言葉尻を捉えて申しわけないのですけれども、必要がなければ情報提供を行わないという

ふうにもとられかねない文言だと思うのです。国民としては、全てのものに対して情報は

いただきたいと思いますし、もう尐し対応（案）を積極的なものに変えていただけると、

ここの会の方も皆さん納得できるのではないかと思って、お話をずっと聞かせていただい

ていたのですけれども、いかがでしょうか。 
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○川西座長 何か事務局のほうでございますか。 

 

○山本総務課長 これは、必要性の有無についても判断材料ですので、議論に資するため

にこういうふうに書かせていただいておりますが、大変御関心が高いということで、皆様

の御意見が出ましたので、これについては情報提供を行っていくということで、もう尐し

積極的な書き方にしていく方向で検討したいと思っています。 

 

○川西座長 私の理解ですと、配布されているものは「自ら評価」案件の選定のための資

料であって、ノロウイルスの問題に対してそれぞれ、例えばリスク管理機関、リスク評価

機関、それぞれがそのときできることはすべきだし、まさに今はノロウィルスによる食中

毒が頻発しているわけだから、積極的な情報提供を行うということですね。 

 

○山本総務課長 ノロウイルスにつきましても、最近の浜松の事件が出て間もなく、トッ

プページの一番上に情報を掲載しておりますので、私どもとしては、事件が出てくれば、

すぐ必要な情報を提供するという姿勢で仕事をさせていただいております。 

 

○川西座長 先ほどの石川先生の御意見、誤解しているかもしれませんけれども、カンピ

ロバクターに関しては、尐なくとも、今、評価の対象ということではなくて、リスクコミ

ュニケーションを含めて、先生がおっしゃっているのは、感染症全体のリスクコミュニケ

ーションに資するような試みをしたほうがいいという御提案というふうに理解したのです

けれども、それは、本日どういうふうにやるかということを決めるということにはならな

いので、貴重な御提言があったということも含めて、前回から先生、おっしゃっていまし

たから、それはこれから調査会を続けていく上で、1 つ新しいやり方というのが、「自ら

評価」以外にもとりあげる方法はないかの検討を 1 つのテーマとさせていただくというこ

とにさせていただくということではいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○渡邉専門委員 今、石川先生からお話のあった食中毒全般に関しては、今までの微生物

専門部会でかなり議論してきております。それに対応する全ての疾患を細菌類、ウイルス

類、寄生虫類、全部リストアップして、全部で 50 幾つ、もっとあったか、100 幾つぐら

いあったのですか、それについて適時、ファクトシートを出していくということで行って

きております。それらはホームページに出ていますよね。その中に、主なものは、先ほど

の資料 1－4 にありますように、16 年度からこれらの形で、主なもの、8 つでしたか、か

なりまとめたものをリスクアナリシスの手前ぐらいまでの情報を全て出しています。情報

を出したから何だと言われるとそれまでなのですけれども、尐なくとも情報を出して、現

状はこういうことで、こういうところが問題であるというのは、食品安全委員会の専門委
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員会としてはやってきております。 

 それが実際にマネジメントにどういうふうに反映しているのかという話になると、これ

はなかなか、実際どのぐらい反映されているかということのリスク解析は、十分にやられ

ているかというふうに問われると、余りやられていないかもしれないです。その辺は

PDCA サイクルに基づいてちゃんとやっていかなければいけないのではないかと思います。

それを食品安全委員会と対応となる厚労省、農水省、その辺の連携でやっていって、それ

らがどういうふうに反映されているのかというのを評価していかないといけないとは思い

ます。 

 

○河野専門委員 今回の「自ら評価」の案件候補の選定ですけれども、今のような議論を

続けていても、恐らく最終的になかなか合意に至らないのかなと思っていて、私が思うの

は、ハザードの評価とマネジメントの手法、つまりレギュラトリーサイエンスが見えてこ

ないというか、リスクがどういうふうに軽減していくのかがこの場で見えてくると、私た

ちも安心していられるのですけれども、この場はあくまでもハザードを評価する、そこが

食品安全委員会の役割なので、それだけを考えれば、きょうのここに書かれている対応

（案）というのは、そういうことなのだろうなと、渡邉先生のお話を伺っていても私は理

解できるのです。 

 ただ、国民とすると、ではどうしてくれるのと、私たちの不安にどう応えてくれるのと

いうところが、ここでは議論する場では実はなくて、それは行政手法の、ちょっと残念な

ところなのですね。そこまで見えて話ができると、ものすごく私たちも納得感があって、

ノロウイルスはこうだよねというふうな合意がとれるという感覚がしています。 

 今の状況ですと、食品安全委員会はハザードの評価機関なので、先ほどの川西座長の御

判断を仰いで、この後、リスクコミュニケーションのやり方、つまりそのあたりでもう尐

し工夫をしていくというか、国民に対して正しい情報を出していく、評価機関として胸を

張って、信用してくださいねというふうな形でやっていくところに、このあたりのものも

案件として入れていくというふうな方法論が一番いいのではないかと私自身は思いました。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 私は 2 回目の新参者ですので、全体のことをきちっと把握しているわけではありません

けれども、「自ら評価」の選定候補にはいろいろな要素が関わるテーマが上げられていま

す。今おっしゃったような、今までこの調査会が対象としてきた問題以外の、もうちょっ

と全般的なところで、食品安全委員会が対応すべき問題についての議論の材料があるので

はないかという気がしています。とはいえ、河野委員がおっしゃったようなところは、私

は、リスク評価に加わる人間として、リスク評価の実行可能性ということを考えると候補

は絞られると思います。 

 カンピロバクターに関しては、渡邉先生がおっしゃったように、もうちょっと待って評
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価対象にとり上げれば、もう 1 段ステップアップした評価ができる。ノロウイルスの場合

はどうかというのは、私、専門ではないのでわからないのですけれども、実際にやってお

られる側からすると、今、これに関してリスク評価を課題にしても、今まで食品安全委員

会で出しているような、例えば食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の

課題と言われている文書がありますが、これにプラスアルファするような評価が望めない

のではないかという意見があります。一方では、こういうやり方をすれば、もうちょっと

プラスアルファの評価ができるのではないかというご意見もありますが、そのあたりはど

うですか。 

 

○渡邉専門委員 ノロウイルスに関しては、先ほどから話が出ていますように、サイエン

ティフィックな意味でのリスクアナリシスをするという点では、データ的にはまだ足りな

いところがあると思います。ただ、皆さんからの意見が出ていますように、そういう問題

ではなくて、今起こっている事象に対してどういうふうに国が対応するのかを広報しない

と、何もしていないではないかというふうにとられる可能性があると思います。食品安全

委員会も国の一部だから、ちゃんと情報を出すべきだというのが恐らく皆さんの意見だと

思うのです。 

 それは、例えば感染研の我々も情報を出していますし、厚労省も農水省も全部情報を出

しているのですけれども、食品安全委員会として適切な情報を、出していることは出して

いるのですね。だけど余り表に見えないから、皆さんがこういうふうにおっしゃるのかな

と思うので、もう一回整理し直して、今起こっている事象に対してどういうことが問題な

のか、そしてそれに対する対応として現在できることはどういうことなのか、その辺をわ

かりやすく出していただくのが、例えば簡単に図表を入れて出していただくと、国民の

方々にとって非常にメリットになるのではないかと思うのです。 

 ですので、そこの対応のところに「情報収集に努め、情報提供を行う」ということを強

調すべきと思います。「必要に応じ」というのは省いて、迅速に行うとかというふうにし

ていただくといいのではないかと思いました。 

 

○山本評価第二課長 今の御指摘の補足で、リスクプロファイルを、ノロウイルスについ

ては既に食品安全委員会で取りまとめて出しております。さらに、今回の食中毒のときに

はトップページに関連情報も上げているわけですけれども、リスクプロファイルを随時リ

バイスしていくと、最新の情報を盛り込んでいくと、そういうことは可能なので、ぜひや

っていくということを考えたいと思います。 

 一方で、食品健康影響評価という評価を行うというところには、データギャップとか、

どうしても評価に至らない技術的困難性があると。もう一つ、政府全体で考えていくべき、

今、ヒトからヒトへの感染のほうが実際の件数が多くなっているという部分で、対策はし

っかりと衛生対策を打つということに尽きるわけですけれども、感染症対策の部分と食品
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健康影響評価という兼ね合いもありますので、まずはしっかり新しい情報を取りまとめて

提供していくということを考えていきたい。それが今、一番効果的にできることかなと考

えています。 

 

○川西座長 では、ノロウイルスについては、自ら評価課題としてとりあげるには、実際

に評価作業をされる側がタイミング的に疑問を持っているということもあるようですので、

きょうのところは、次回までに国全体でどういうことの対応をとっているかということを

もう一回、食品安全委員会だけのことではなくて、関係者で資料をつくって議論を継続す

るということではどうでしょうか。これはきょう結論を出さないとまずいのですか。 

 

○山本総務課長 まず、評価案件にするかどうかという大きな方針については、きょう一

定のものをいただいて、その結果は 2 月に開催される委員会に報告して、当座、25 年度

中に、委員会が「自ら評価」の案件候補についてどう考えるかという最終判断を年度末ま

でにするという段取りになっていますので、一定の御判断はいただきたいと思います。 

 ただ、継続案件になっているようなものがございますので、当面、ノロウイルスにつき

ましては、事務局のほうからお答えしましたように、今の段階で、現在つくっております

リスクプロファイルについて更新できるところはするということ。あと、情報提供につい

ては積極的にやっていくと、そういう方向で進めながら、今、座長のほうから宿題をいた

だきました国全体でどういう対策を講じることになっているのかと、これは次回、次回と

いうのは新しい年度でございますけれども、そこでお出しいたしますので、引き続き、ノ

ロウイルスを中心とする食中毒につきまして御議論いただければと思っています。 

 

○植木情報・勧告広報課長 きょうの資料の中にも御参考となるものがありますので、そ

こを御紹介したいと思います。 

 戻りますけれども、資料 1－4 これまでに選定された「自ら評価」の状況でございます。

ノロウイルスはプロファイルを作成してございますので、5 ページのところでノロウイル

スとございまして、右の欄に、厚生労働省で、古いのですけれども、平成 19 年に提言を

取りまとめているとか、Q＆A を作成しているとかございますし、次のページへまいりま

して、6 ページで農林水産省は、マガキの生産段階におけるノロウイルスのリスク低減に

関する研究をやっているとか、こういう形で資料に多尐記載はございます。 

 ただ、今、皆様方の御指摘もございますので、これをもう尐しわかりやすくということ

であれば、そこはまた作業をしてみたいと思っております。 

 

○川西座長 普通の方は、最近浜松で起こった食中毒事例など考えて、とられている対策

が有効かどうか、足りない部分があるのではというようなことを考えられると思いますの

で、そういう視点から、とられている対策をまとめた資料があると、これをこういう角度
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で国民としては国にやって欲しいというような議論ができます。食品安全委員会の立場で

何ができるかということに関して、皆さんの御意見を伺えば次の段階に進めるかと思いま

すので、そこはよろしくお願いします。 

 ということで、座長の不手際で議論が大変長くなって申しわけないのですが、ノロウイ

ルスに関してはただ今まとめたような結論。カンピロバクターに関しては、前回の評価後

にとられている対策の効果に関するデータが得られた時点で、評価対象にするか再検討す

るということで、引き続き注視していくという結論。 

 次にシアノトキシンについてはファクトシートを作成して、情報提供することは有用と

いうことが結論。今、シアノトキシンで大きな事件が起きているということではないよう

ですが、これはきょうの結論としては、ファクトシート作成候補ということにさせていた

だく。 

 飽和脂肪酸は栄養問題でもあるので、評価対象とするには整理が必要だということかと

思います。 

 サプリメントに関しては、皆さんの関心が非常に高いということがあるので、「自ら評

価」の案件ということではなく、食品安全委員会としてどのように対応してゆけるのか、

引き続きの議論の機会を待って検討するということ。 

 添加物に関しては、総合評価ということですと、リスク評価の対象とはなりにくい。し

たがってもうちょっとテーマを絞り込まないと議論の対象にはなりにくい。また複合作用

に関する情報は専門家が注視していると思われますし、情報が今尐しまとまった時点で再

度考えるということ、そんな扱いかと思います。 

 以上、かなり乱暴にまとめましたが、本日の「自ら評価」の案件の選定については、以

上のような結論としたいと考えます。大きな宿題としてはノロウイルス感染症、あとサプ

リメントの議論の方法について残っておりますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 以上の結論に関しては、食品安全委員会に報告することとしたいと思います。今の結論、

幾つかいろいろな条件がついていますけれども、「自ら評価」案件としては、今の時点で

は、シアノトキシンをファクトシートの作成候補にする。あと、特に感染症のノロウイル

スを中心とした話、それからサプリメント、これに関しては引き続き注視するということ、

それを中心とした報告をさせていただくということにさせていただければと思います。 

 食品安全委員会への報告は今申し上げた内容で作成しますが、体裁等については座長で

ある私に御一任いただくということ。ノロウイルスに関することは次回の調査会で引き続

き扱いますし、サプリメントに関しての議論は引き続き機会をみて取り上げるということ。

それはそれとして、親委員会への報告に関しては、体裁等は私のほうに御一任いただくと

いうことで、よろしいでしょうか。 

 では、そのような形で進めさせていただければと思います。 

 それでは次に、議事（2）のリスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会の設置
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についてです。 

 これについても報告事項でもございますから、まず事務局からの説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

○野口リスクコミュニケーション官 リスクコミュニケーション官の野口でございます。

私のほうから説明させていただきます。 

 資料２をごらんください。 

 リスクコミュニケーションは、リスクアナリシスを構成する重要な一つの要素であると

いうことで、今まで我々、いろいろなことに取り組んでまいりました。さはさりながら、

先回の委員会のこの場でもいろいろ御意見をいただいたとおり、リスクコミュニケーショ

ンの目的ですとか、そのためにどうやったらいいのかといった手法論、こちらについては

必ずも確立されていないのかなというような思いがしております。そして、我々、ちょう

ど 10 周年を迎えまして、これからの 10 年を見据えたときに、ここで 1 回基本に立ち返っ

て、リスクコミュニケーションのあり方というものをしっかりと議論しておく必要がある

のではないかという趣旨のもとで、食品安全委員会の下にダイレクトにリスクコミュニケ

ーションのあり方に関する勉強会というものを設置してみたいと思っております。 

 そして、何を議論するのかということでございますが、リスクコミュニケーションの意

義ですとか目的というものにさかのぼって、まずそこの基本をしっかり押さえつつ、リス

ク評価機関ということの我々の立場上のリスクコミュニケーションの意義ですとか目的で

すとか、そしてそれを達成するための手法、どうやったらいいのかというようなこと、そ

して最後には、では今やっているリスクコミュニケーションがどういう点が足りないのか

とか、そういったような改善の方向性について議論していけたらなと思っております。 

 そして最後、参集者というところでございますが、こちらは非常に漠と書いております

けれども、リスクコミュニケーションの意義ですとか目的、そういった基本のところから

話もしたいと思いますので、そういったことを専門に研究していらっしゃる方ですとか、

実際に現場でリスクコミュニケーションに取り組んでおられる方ですとか、そういった方

を念頭に、協力いただける方にお願いしていきたいと思っているところでございます。 

 非常に簡単ではございますが、以上です。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 それでは、ただ今の説明の内容あるいは資料 2 に関して、御質問、御意見等がございま

したら。 

 

○堀口専門委員 リスクコミュニケーションは、もちろん手法とか大事だと思っています

し、目的とか意義をみんなで確認することもとても重要なことなので、この勉強会を設置

することに大変意味があると思っています。 
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 一方、リスクコミュニケーションは戦略を立てなければいけない。手法は大事だけれど

も、戦略がなければ、どんな手法を使うとか、全体としてのところがこれまで欠けていた

部分ではないかなと思っています。なので、（4）が具体的な改善の方向性と書いてある

のですけれども、方向性ではなく、食品安全委員会としてリスクコミュニケーションの戦

略をどう立てるのかというところを議論して、それが 5 年をめどにするのか、10 年をめ

どにするのか、3 年をめどにするのかわかりませんけれども、戦略にのっとってやってい

く必要があるので、そこまで議論した方がより効果が今後得られるのではないかというふ

うに思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。では小出先生から。 

 

○小出専門委員 リスコミに関しては、過去二、三年、随分いろいろな議論をして、本当

に消費者、前回はマスコミという話も随分出ましたけれども、そこにちゃんと伝わらない

なということが言われたのですが、そこで今回の食品安全委員会がやるリスコミというの

の、例えば（1）の目的、これを実際に消費者もよく理解をして、リスクについても理解

をし、ベネフィットについても理解して、全体に非常に調和のとれた社会をつくるという

ところまで目的にするのか、あるいは、尐なくともリスクマネジメントをやっている人た

ちであったり、それから我々企業の人間も、何かあれば必ずリスクマネジメントをやらな

ければならないわけですけれども、その人たちに使える、本筋を外さない、サイエンティ

フィックな正しいもの、これを提供するのか。つまり、食品安全委員会のリスクコミュニ

ケーションのオーディエンスというのを社会全体まで考えるのか考えないのかというのは、

はっきりさせておいたほうがいいと思うのです。 

 私は、基本的にリスクマネジメントの人たちだけに使いやすいものだけつくってもしよ

うがないと思います。ただ、いろいろな形でリスクマネジメントをやった経験からすると、

最近のセシウムの問題であったり、いろいろなものについて、食品安全委員会がつくった

評価書というのは非常に役には立ちます。ですから我々には役に立つ。これをもっともっ

と役に立つものにするというのはありますけれども、そこから先、社会にうまく伝わるか、

消費者に伝わるかという点では、もう 1 段階、戦略といいますか、もう 1 段階の対策がな

いといけないと思っています。 

 ですから、その辺のところは、きょうの議題、ずっと、この委員会は何をやるところな

のかということが語られていますけれども、そこも含めて、両方にオーディエンスすると

いうのが私は一番いいのではないかと思いますけれども、その辺の議論までしていただき

たい。なぜそういうことを申し上げるかというと、（2）で新たに「リスク評価者として

の」という文字が入っていますので、そこだけにこだわると、我々のようなマネジメント

をやる人間には役に立つけれども、消費者までは伝わらないということになるのではない

かと思います。 
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○川西座長 ありがとうございます。では大西委員。 

 

○大西専門委員 堀口委員と小出委員の意見に同意するのですけれども、前回もリスクコ

ミュニケーションについては発言させていただきました。というのも、一事業者として、

一消費者として、プラス、農水のほうでもリスクコミュニケーション等々実施されており

ますけれども、そちらにも参加させていただきまして、非常に感じますのが、先ほどもお

話がありましたように、一般の方に伝わり切らないと。事業者に関してももっと広がらな

いといけないというような話があるくらいでして、伝わっていないなというふうに、それ

は非常に課題だなというふうに思いまして、前回もお話しさせていただいています。 

 実際に、先ほど堀口専門委員からもありましたけれども、リスクコミュニケーションは

非常に大切だということで、いろいろな議論、いろいろな手法でいろいろされているので

すけれども、私も戦略というか、方法論も含めて、迷走とまでは語弊があるのですが、な

かなか成功に至っていないのではないか、手探りでずっとやっているのではないかという

感が拭えない状況でございます。 

 食品安全委員会で、「リスク評価者として」、私もここは非常に引っかかるというか、

注目してしまったのですけれども、実際に一般の国民の方プラス事業者の方も含めて、レ

ベルを違う形でのアウトプットもありだと思うのですが、方向性だけでなくて具体性のあ

るものに、ゴールイメージといいますか、そういったことも含めて、この勉強会でぜひ検

討していただきまして、より見える形で、先ほども「自ら評価」のところで、食品安全委

員会のほうでホームページにアップされたり、いろいろされていると思うのですけれども、

ではどこまで伝わっているかといいますと、その部分も疑問かなとも思いますので、実際

に使える形になるように、リスクコミュニケーションの勉強会の設置、ゴールイメージも

含めた形で検討いただければなというふうに思っています。 

 

○川西座長 ありがとうございます。では有路委員。 

 

○有路専門委員 恐らく、前回、戦略的な展開といいますか、戦略的なリスクコミュニケ

ーションという話の中で、勉強会を設置しましょうという流れになって、これが出てきた

というので、前回、意見をさせていただいた人間としては非常にありがたい話で、すばら

しいことだと思うのですが、先ほど堀口委員が言ったことにも関連しますけれども、目的

や意義というところに戦略という言葉がもともとまじっているので、ただ文言の話だけな

のかなとは思いますけれども、なかなか行政として入りにくい部分もあると思いますが、

どこまでやるのかというゴールの設定ですね、これは議論の対象にしたほうがいいなとい

う気がします。それに基づいて戦略が決まって、戦略に基づいて手法が決まると思います

ので、そこは具体的に絞ったらいいと思います。 
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 というのは、前回のときに私が発言させていただいた内容は、要するに誤った情報を流

している人間の情報源を特定して、それをとめるというところまでできないかという話を

したわけでして、要は正しい情報が伝わらないのは、正しい情報の質と量を改善すればい

いという単純なものではなくて、誤った情報を流しているところの発生源をとめないとだ

めだというのは、情報学の基本ですので、そういう視点からいくと、それを検討すべきだ

なという気がするのです。どこまでできるかという、要は誤った情報が巷にあふれて、そ

れに惑わされて、ひどい場合には、誤った情報の認知のほうが一般消費者のうちの 7 割を

占めるなんていうことはあり得るわけですから、そういう状況を改善しようと思うのだっ

たら、その発生源を特定し、その情報の流れを解明してとめるというところまではできな

いかというふうに思うので、そういうのができるかできないかも含めて検討する会になれ

ばいいなと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。では民野委員。 

 

○民野専門委員 恐らくはということですけれども、最も健康被害を受ける人々ってどう

いう人たちなのでしょうか。それは食品安全委員会のホームページをわざわざ見に行かな

い人たちなのではないかと思うのです。ですので、そういった人たちに周知徹底させるに

は、どういう方法が必要なのかというようなことを明確に打ち出していくことが必要なの

ではないかと思います。それが 1 つです。 

 もう一つは、これは質問なのですけれども、この文章を拝見していると、いつ、どのよ

うに、どこでという具体像、勉強会の具体像というのが見えてこないので、もしその辺の

ところがお決まりでしたらお示しいただきたいと思います。 

 

○川西座長 今の最後のポイント、事務局のほうから。 

 

○姫田事務局長 全体をお話ししますと、まずリスクコミュニケーションについて皆さん

方の理解が十分ではないのではないかと思います。リスクコミュニケーションというのは、

リスクアナリシスをしていく上で、全てのステークホルダーがお互いにコミュニケーショ

ンをとって、最終的にどういうリスクマネジメントをしていくかということを決定するの

で、国が一方的にこういうことをやるということではなくて、リスクマネジメントを行う

中でも、ステークホルダーの意見を入れていくというものが基本でございます。 

 そうすると、なぜ「リスク評価者としてのリスクコミュニケーションの意義、目的」と

いうことを書いたかというと、リスクマネジャーとしては当然、新たな施策をリスクマネ

ジメントするときに、生産者であり、食品産業であったり、あるいは消費者であったり、

学者であったりの意見を聞いて、場合によってはサイエンティフィックなことでなくても、

一般の意見を入れてマネジメントを変えていくということがあり得るわけです。そういう
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ことも含めてやっていくのがリスクコミュニケーションです。 

 一方で、では食品安全委員会、リスクアセッサーとしては何をやればいいかというと、

サイエンティフィックにやったアセスメントを、一般の意見を聞いて、いろいろなステー

クホルダーの意見を聞いて、変えるということはできません。ですから、アセッサーとし

てのリスクコミュニケーションというのは何であるかというような話が、食品安全委員会

としては課せられております。これは実は、同じようなリスクアセスメントの機関である

EFSA に聞いたら、やはりそれはきちっとしたアセスメントの内容を国民に知らせること

だろうというようなことを言っておりましたので、そういうことも含めて再度確認しない

といけないだろうと思っております。 

 それで、そういうことも含めてもう一度、リスクコミュニケーションをどうするかとい

うこと、そして、リスクコミュニケーションというのは、いわゆる劇場型のシンポジウム

のようなものを想像されることが多いのではないかと思っておりますけれども、そうでは

なくて、あらゆるステークホルダーがどうお互いに、我々も含めてどうコミュニケーショ

ンをとっていくか、どう食品安全についての出口を見出していくかというのがリスクコミ

ュニケーションなので、あえてどちらかというと戦略というのは、我々がどうやっていく

かということでなくて、それは当然、有路先生がおっしゃったようにあるのですけれども、

ここはむしろ、我々が戦略をもっていくのではなくて、みんなで話し、ステークホルダー

それぞれが話し合って出口を探していくのだろうと思って、あえて書かなかったところで

ございます。 

 具体的にどういうことをやっていくかということについては、これも EFSA に何かある

のかと言ったら、彼らもいろいろ考えているんだというようなことを言っていたので、ま

だまだ海外でも、どうやっていくかというのは検討していることだろうと思いますので、

基本に立ち返っての話をしていきたいなと思っています。 

 コーデックスには、リスクコミュニケーションといったら、リスクアナリシスの一つの

要素で、リスクマネジメントとリスクアセスメントのうちの一つとしか書いてなくて、そ

れ以上のことは何も書いてくれていないので、私もどう考えていいのかなかなか難しいと

ころでございますけれども、ぜひそういうことの基本に立ち返って御意見をいただければ

と思っております。 

 ではどうするかというのは、これから新しい年度に入って、まず委員の先生方、有識者

をどういう方々を選ぶかということも含めて、どういうクライテリアから選ばせていただ

こうかということも、事務局の中で議論させていただいて、次回でも提示できるようなこ

とにしたいと思っています。場合によっては、国内だけではなくて海外からも人を呼んで

議論に加わっていただく、あるいは問題提起をしていただくということも含めて考えてお

ります。 

 

○川西座長 具体的なメンバーとか日程とか、そのあたりはこれからということですか。 
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○姫田事務局長 ノーアイデアです。 

 

○川西座長 どうぞ。 

 

○河野専門委員 食品安全委員会ができて 10 年たって、食品安全基本法ができて 10 年た

って、私たちの日常の中にはリスクコミュニケーションという言葉は確かにおりてきてい

るのですけれども、実際、それがどういうふうに機能しているのかというのは、なかなか

見えにくいところがあります。ぜひ 10 年間のこれまでの取り組みをしっかりと総括して

評価して、今後に向けて不安に思っていることを、どれだけみんなで共通の土台で正しい

理解につなげていくかということで、ぜひ知恵を出し合っていただければというふうに思

っています。 

 消費者教育、先ほどの議題にもありましたけれども、そもそもリスクコミュニケーショ

ンというふうにわざわざ特定しないで、消費者教育という中に広く、食品の安全とはとい

うところで学ぶような体系を構築するというのが 1 つだと思います。私たちの食べるもの

はどういうふうに評価され、管理され、届いているのかというふうなところは、教育の中

で 1 つは担うべきだというふうに思っているのと、この間の、いわゆる健康被害が出たか

もしれない冷凍食品の農薬混入の問題では、メディアから再三、当然のことながら事業者

から出た情報も大きく誤っていましたけれども、メディアの方も大分数値を誤った形で、

何度も何度も繰り返し使っていらっしゃった。それは緩いほうの数値ももちろんでしたけ

れども、厳しいほうの数値も何度も出されていまして、そのあたりに、あのとき食品安全

委員会の皆さんは非常に力を尽くして、事業者側の真夜中の記者会見につなげたというふ

うに思ってはいるのですけれども、もう尐し何か力をあの場面で発揮していただけなかっ

たかなというのは、いまだに思っているところです。 

 今、姫田事務局長のお話を伺うと、なかなか難しいことかもしれませんけれども、間違

っているということに対して、正しいことはこれなのだということを広く国民に示す立場

に、ぜひ国のリスクコミュニケーションを担う食品安全委員会はいてほしいというのが一

つの願いです。 

 

○川西座長 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○大瀧専門委員 一般の方に情報を提供していて感じますのは、食品安全委員会の専門の

先生方がたくさんの御苦労をされて出してくださった情報を、いかに国民に届けるかとい

うことが大切だということです。それができることで食品安全委員会が更に大きな意味を

持つだろうと思います。消費者は、前の委員長先生もおっしゃっていたのですけれども、

インフォームドチョイスできることがとても大事だということなのですが、そのためには
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正しい情報を正しく理解できるように提供し続けることが必要ですし、簡単なことではな

いこともわかります。持っている知識とか置かれた環境の違いで、理解の仕方も違います

し、どう行動するかも違ってくるでしょう。 

 関心はある方であまり知識がないというような方に、どの程度まで詳しく情報を提供し

たら、正しい方向に理解し、行動していただけるのかということを具体的に考えていく必

要があると思っています。有意義な会にしていただけたらと思います。 

 

○川西座長 では事務局のほうから。 

 

○植木情報・勧告広報課長 私も事務局として参加すると思いますので、今、皆様方から

伺ったことは十分に参考にしたいと思いますけれども、私個人的に考えていますのは、リ

スクコミュニケーションのコミュニケーションは双方向ですので、双方向ということ、私

どもは情報の出し手ではございますけれども、コミュニケーションなので、どうやったら

コミュニケーションができるのか、どういうのがコミュニケーションなのか、その辺を意

識して、考えてみたいと思っております。 

 

○川西座長 では最後のコメントとさせていただきます。 

 

○堀口専門委員 私も事務局と同じような考え方でして、確かに消費者に正しく理解をし

てもらうというのは大命題だとは思いますが、リスクコミュニケーションは教育ではない

ので、消費者教育は消費者庁が担っているものだと私は理解しています。なので、消費者

だけではなく、事業者を含め、先ほど言われたステークホルダーが集まって議論していく

というものを、食品安全委員会としてどのように進めていくのか、どのような手法をやっ

ていくのかということの整理をこの勉強会のところでできたらいいのではないか。消費者

教育についての話はまた尐し別で考えていくところではないかなと。結果としてそれが消

費者に教育するような状況になることはあり得るとは思いますけれども、リスクコミュニ

ケーションは消費者教育とは別、完全なる別ではありませんが、イコールではないので、

そこは誤解をしないようにしていただければと思います。 

 

○川西座長 この議論をずっと続けていると、リスクコミュニケーションのあり方に関す

る勉強会で行うべき議論になっているように私は感じています。この勉強会に関しては、

この調査会メンバーで勉強会に参加される方は発言の機会をもてるので、それはそれでい

いだろうけれども、勉強会の進捗に応じて、今発言されているようなことを申し上げる機

会は、こちらの調査会メンバーの方たちにもいただけるのですか。そういう運営の仕方を

するのか、あるいは、勉強会は始めたら最後、報告までそちらが独立してやっていくのか、

その辺のイメージはどうなのでしょうか。 
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○野口リスクコミュニケーション官 議題が先に飛ぶのですけれども、資料 3 の後ろから

3 枚目の別紙 1 をご覧下さい。こちらに今後のスケジュール等がありますが、議題として

リスクコミュニケーションについてというのを、1 回、7 月ごろをめどに設けようとスケ

ジュールが組まれております。こういうところを利用して、双方向での議論というのでし

ょうか、そういうことによってさらに議論が深まると思いますので、そういったことを考

えております。 

 

○川西座長 ということで、これは今、こうすべきだ、ああすべきだという議論が始まる

と、いやそうではないということがずっとあって、そのような議論は勉強会そのものです

べき内容のように思います。皆様のご発言からも、勉強会に対する期待が高いということ

はよくわかるので、勉強会での議論の内容がわかるよう、また勉強会に参加していない方

が意見を伝えることができるような機会を設けていただくということをお願いしておくと

いうことにしたいと思います。それでも今一言発言しておきたいということがあれば、2

つ 3 つはいいと思うのですが、どうですか。 

 

○小出専門委員 では 1 行だけ。ぜひその勉強会の中に、リスクマネジメントを実際に担

っていて苦労している人間を入れてください。 

 

○川西座長 ほかに、どうしてもということがあれば。 

 

○有路専門委員 フードテロとクライシスコミュニケーションは、一緒にこのあり方の中

で議論していいのでしょうか。実際、フードテロの範疇に入りそうなのが起きていますの

で、今後のことを考えると、そのことといわゆる意図的にない発生するリスクに対しての

対応と違いますし、コミュニケーションの方法も違ってくると思いますので、そこもこの

中で議論がもしできたらいいなと思うので。 

 

○姫田事務局長 フードディフェンスまでやると、ちょっと厳しいかなと思っています。

クライシスコミュニケーションは、しないと言ってもリスクコミュニケーションの中でせ

ざるを得ないだろうと思っていますから、そこは多分、クライシスコミュニケーションを

対象にするということではなくて、当然、リスクコミュニケーションの中で行うのだろう

と思っています。 

 

○川西座長 あとどうしてもだったら、1 つ。どうぞ。 

 

○大西専門委員 前回もフードテロとか、よりいいという表現ではなくて、ネガティブ情
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報は非常に出しにくいというお話があったと思うのですけれども、個人的な意見もあるの

ですが、別の組織等々では、全て国の機関が、コミュニケーションも含めて、フードテロ

も含めて全てというのは、とても無理だと思いますし、当然、食品安全委員会の立ち位置

でありますとか役割があると思いますので、そういった形で、ただ派生的にこういった議

論があって、検討すべきということであれば、別のくくりの、食品安全委員会からの別組

織の形でやってもいいのではないか。そういった事例もありますので、そういったことも

含めて勉強会で検討していただければなと思います。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 では、皆様のコメントを伺っていても期待は非常に高いということがわかりますので、

事務局のほうは、今の御意見などを参考にしながら勉強会の運営を検討して、こちらの調

査会とのコミュニケーションもできる機会をとっていただきながら進めていただければあ

りがたいと思います。 

 では、次に 3 番目の議題に移ります。議題（3）は平成 26 年度食品安全委員会運営計画

についてです。 

 まず事務局から説明をお願いします。 

 

○山本総務課長 それでは、お手元の資料 3 に基づいて説明いたします。 

 食品安全委員会運営計画（案）新旧対照表という形で整理をさせていただいております。 

 左側が本年度、25 年度の計画でございますが、右側が新年度の案ということになって

ございます。全体として、第 1 の運営の重点事項から、資料の 8 ページ、9 ページに飛び

ますが、第 9 の国際協調の推進まで、9 本の柱立てというのは変わっておりません。 

 まず、1 ページでございますけれども、運営の重点事項のところに書いてございますよ

うに、食安委ができまして 10 年経過しております。10 年の歩みにつきましては、本日、

お手元に冊子を配っておりますけれども、26 年度は、新たな 10 年に向けて委員会の業務

改善を図って進めていくこととしております。重点事項として、評価の着実な実施、リス

クコミュニケーションの戦略的な実施、調査・研究事業の重点化、緊急時対応の強化、こ

の 4 つの柱は変わってございません。 

 この中で、②のリスクコミュニケーションにつきましては、先ほど御説明申し上げまし

たように、改めてリスクアナリシスの考え方におけるリスクコミュニケーションのあり方

を検討しつつ、科学的な知見の体系的な提供等、以下のリスクコミュニケーションを実施

するということを書いてございます。 

 それから、次のページでございます。2 ページから 3 ページにかけまして、食品健康影

響評価の実施についての記載をしております。これにつきましては、要請された案件でご

ざいますとか、特に企業からの要請に基づく評価案件につきましては、標準処理期間内に

結果を通知できるように、計画的に進めていくといったようなことを記載しております。 
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 それから、3 ページの評価ガイドライン等の策定のところが新規でございますが、25 年

度が農薬等の急性参照用量設定のための考え方の素案をまとめるということをやってまい

りました。26 年度においては、ベンチマークドース法の適用方法について検討を行うと

いうことでございまして、これは閾値が設定できないようなものについて、数学モデルを

設定し、定量的な低濃度の分析が可能になるような方法で、国内外で活用が検討されてい

る手法でございます。これについての検討でございます。 

 それから、3 の「自ら評価」につきましては、まだ評価が終了していないものについて

の取り扱いを（2）で記載しておりますが、25 年度に書いておりました食品中のヒ素とオ

クラトキシン A は、年度内に終了いたしましたので、削除となっております。 

 それから、4 ページでございます。第 4 で食品健康影響評価に基づく施策の実施状況の

監視についてでございます。これは、4 月を目途にリスク管理機関に対し調査を実施いた

しまして、その結果を見ながら、施策の実施までに長期間を要している案件につきまして

は、ヒアリングで、委員会で報告を求めるといったような対応をとることによって、迅速

な対応を促していくということを考えております。 

 それから、第 5、調査・研究事業の推進でございます。これにつきましては、これまで

も、平成 22 年でございますけれども、食品安全の確保のための調査・研究の推進の方向

性についてということで、おおむね 5 年間に推進することが必要な調査及び研究について、

目標達成に向けた方策についてロードマップという形でお示ししておりましたが、この改

定を 26 年度早々にやっていきたいと思っております。先ほども議論していただきました

けれども、残された課題について、なるべくこういうところにきちんと盛り込んでいける

ように、中身の検討をしていく予定でございます。 

 また、（5）の関係府省との連携については、文科省が中心となって動かしております

競争的資金に関する関係府省連絡担当者会議において意見交換することによって、私ども

のほうの規程の見直しを適切に行っていきたいと。そのほか、食品安全の研究費を持って

いる担当省庁の担当者会議というのを密に開くことによって、研究費が有効に活用される

ように、また、今、懸案となっている課題についても、私どもの手段だけではなくて、リ

スク管理機関の研究費を活用できないかということも含めまして、意見交換しながら調整

をしていきたいと思っております。 

 それから、次の 6 ページ、7 ページが、第 6、リスクコミュニケーションの促進でござ

います。一番冒頭の 1 で、先ほどのリスクコミュニケーションのあり方に関する検討とい

うのを明記しております。以下、大きな柱で、食品の安全性に関する情報の発信、それか

ら 7 ページになりますが、科学的な知識の普及啓発、それから関係機関・団体との連携体

制の構築という形でまとめておりますが、新しい要素としては、6 ページの（4）です。

ここで、より利便性の高いホームページの実現に向けて検討を進めるということと、委員

会の活動状況について、Facebook を活用した機動的な情報の配信を行うというのを追加

しております。 
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 また、科学的な知識の普及啓発のところでは、25 年度もやりましたけれども、連続講

座というのを明確に計画上位置づけるということと、この連続講座の内容について、イン

ターネットでの配信、DVD での配信等、多くの消費者が活用可能な形で提供するというの

を追加しております。 

 それから、関係団体との連携という意味では、8 ページの一番上になりますが、学術団

体との連携ということで、関係する学会におけるブース展示やワークショップの開催等を

通じて、リスクアナリシスの考え方の普及を図るとしております。 

 続いて、第 7 の緊急の事態への対処でございますが、3 の緊急時対応訓練、後ほど 4 つ

目の議題で報告させていただきますが、これについては、緊急時対応の取りまとめとなる

消費者庁と密に連携し、実際の緊急時を想定した実践的な訓練を行うということを記載し

ております。 

 最後に、第 9 の国際協調の推進でございます。（3）、9 ページの下のほうにございま

すけれども、海外の食品安全評価機関、EFSA とか FSANZ といったようなところと定期会

合を開催することに加えまして、私どもの職員を海外のこうした機関に派遣をできないか

今模索中でございますので、職員の派遣等の人材交流というのを明記しております。また、

農薬の国際共同評価の準備を進めるとしておりました国際共同評価につきましては、こう

した形で計画に盛り込んでおります。 

 最後に、海外への情報発信としては、英文ジャーナルを年末に発行いたしまして、これ

は電子ジャーナルですけれども、創刊号については、今お手元にあるような「Food 

Safety」というものを紙媒体でもお配りさせていただいているところでございます。これ

につきましては年 4 回程度発行し、国内外に情報発信をしていくということにしておりま

す。 

 それから、1 つくっていただいて別紙 1 でございます。今後の企画等専門調査会のスケ

ジュールでございます。年 4 回を予定しておりまして、今年 6 月頃、前年度の 1 年間のフ

ォローアップについて御意見をいただきたい。それから、また新たに「自ら評価」案件選

定が始まるわけですけれども、この進め方について御議論いただくとともに、本日宿題に

なりましたノロウイルスを初めとする食中毒につきまして、資料をお出しして議論をして

いただこうと考えております。 

 それから、7 月に入りまして、リスクコミュニケーションについて 1 回分、しっかり時

間をとって、先に御説明した勉強会の動向なども御報告しながら、御議論いただきたいと

思います。 

 あとは、11 月頃「自ら評価」案件の絞り込みや中間報告についての議論をお願いし、

翌年 2 月頃、新年度の運営計画等について御議論いただくということを考えております。 

 以上でございます。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 
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 それでは、ただ今の説明の内容あるいは資料の記載事項について、御質問あるいは御意

見がございましたら、どうぞお願いします。 

 

○山根専門委員 4 ページの第 4 の 1、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況

の監視のところですけれども、御説明を聞き漏らしたかもしれないですが、25 年度は 4

月と 10 月をめどに調査を実施し、必要があれば勧告、意見の申し出を行うというのが、

26 年度は 4 月をめどに調査ということに、年 1 回というふうに見えるわけですけれども、

その理由があれば教えていただきたいと思います。リスク管理機関と評価のところは、日

ごろ連携していろいろ進めていくのがとても重要なわけですけれども、私どもとすれば、

頻繁にやりとりを行って、こういった調査結果等についても、あと、それに基づく状況に

ついても確認し合う作業等々が必要だと思いますけれども、教えていただければと思いま

す。 

 

○植木情報・勧告広報課長 施策の実施状況でございますけれども、これは今までは年 2

回やっておりましたけれども、これは実際、個々の評価案件につきましてペーパーワーク

が非常に膨大でございまして、恐らく、食品安全委員会が設置されたころは、管理機関と

の連携がまだ軌道に乗っていなかったので、年 2 回やれということだったろうと思います

けれども、現在では日ごろから管理機関とは緊密に連絡をとってございますし、ペーパー

ワークを減らしまして、さはさりながら、ここに書いてございますように、「必要に応

じ」がございますので、必要があれば、いろいろな連絡がとれますので、ペーパーワーク

は管理機関の負担も結構多うございますので、そういう負担を尐し減らしましてほかのこ

とに力を注ぎたいと、そういうことでございます。決してこれをおろそかにするという意

味ではございません。 

 

○川西座長 よろしいでしょうか。ほかに何か。 

 特にないようでしたら、この案につきましては、専門調査会としては事務局案どおりで

よいということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。では、これはよろしいということで、本件につきましても、食

品安全委員会に対する報告の体裁等については私のほうに御一任いただくということで、

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の議題で具体的に上がっている 4 番目、平成 25 年度食品安全委員会緊

急時対応訓練結果及び平成 26 年度緊急時対応訓練計画についてです。 

 まず事務局から御説明をお願いします。 

 

○山本総務課長 資料 4－1 と資料 4－2 に基づきまして説明申し上げます。 
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 まず、資料 4－1 は、平成 25 年度に行いました食品安全委員会の緊急時対応訓練の実績

報告でございます。 

 まず 1 ページ目でございますけれども、食品安全委員会では食中毒等による緊急事態へ

の対応手順をあらかじめ定めておりまして、平時においては、訓練をして実践力をつける

ということをやっております。具体的には、あらかじめ定めております緊急時対応手順書

に係る実務研修をやり、その後、技能や知識が身についているかどうかを確認するための

確認訓練を実施しました。また、25 年度からは、関係府省間の連携強化を図るという観

点から、食品関係省庁が合同で訓練をする上で消費者庁が初めて司令塔として取りまとめ

となって訓練が実施されました。 

 そこで、2 ページをお開きいただければと思います。 

 まず実務研修につきましては、25 年 4 月から 11 月にかけまして、食品安全委員会の中

で段階的に手順を踏みまして実施してきております。4 月の職員の異動にあわせ、4 月の

早い時期に手順書の内容についての研修を行う。それから、夜間・休日でも緊急事態が生

じたときにホームページに情報を掲載しなければいけないので、その手順の研修を何回か

に分けてやっております。 

 また、メディア対応研修として、緊急時に、記者会見やプレスリリースといった方法に

よって、適切に分かりやすく情報が提供できるように、報道関係者の方をお招きしての研

修をやっております。例えば 9 月に、共同通信社の論説委員クラスの方に来ていただきま

して、記事がどのようにつくられていくかとか、情報を提供するときにどういった点に気

をつけたらいいかといった点について講義をいただき、その後、電子メールで参加者に課

題を配信しまして、実際に各自がプレスリリース案をつくるということをやっております。

さらに、11 月でございますが、講評ということで、さきのマスコミの方が一人一人のプ

レスリリース案を見て、どういった点がすぐれていて、どういった点に改善の余地がある

というのを講評いただいております。 

 それから、11 月には委員も参加し、仮想のシナリオを 2 種類ほどつくって、具体的に

緊急事態が発生した場合に、国民に対して記者会見をするという場面を想定いたしまして、

4 人の委員一人一人が説明者となり、また事務局の幹部職員が説明補助者となり、またグ

ループを 4 つつくってプレスリリース案をつくってもらって、それをもとに委員と説明補

助者が記者会見に擬して実践してもらう。また、それをマスコミの方 2 名に講評いただく

といったようなことをやりました。 

 ここまでが食品安全委員会独自の訓練でございますけれども、ここまでで培った技能・

知識が身についたかどうかの確認を他省庁も含めた合同訓練の中で確認をしていこうとい

うことで、12 月でございますが、消費者庁を中心に食品安全委員会、厚労省、農水省が

合同訓練を行いました。 

 5 ページにシナリオ案がありますように、今回の設定としては、外国から輸入された瓶

詰グリーンオリーブにボツリヌス菌が混入していたという想定で、厚労省から第一報が流
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れてきて、食品安全委員会としては、それを受けて科学的な知見をまとめ、午前中早い段

階で第一報のプレスリリースをすると。また、今回の合同訓練の目的が、消費者庁が中心

となって、関係省庁が連携して行う緊急時対応ができるかどうかであり、統括官制度と言

って、各省庁の局長クラスが集まって情報を共有して、場合によっては指示を受けると、

そういうことを実際やってみました。12 時と書いてあるところがそこでございます。そ

の後、事態の進展を受けまして、食安委、それから消費者庁がそれぞれに模擬記者会見の

訓練をやっております。 

 消費者庁が司令塔になってやる合同訓練は初めてだったのですけれども、多尐、省庁間

で訓練の取り組みに温度差がございまして、シナリオを全く非提示で参加した省庁と、そ

うではなかったところがあったかと思います。食品安全委員会は、できるだけ臨場感を持

って取り組んでいけるよう、一部の訓練企画者以外はシナリオを開示しない形でやりまし

たので、初めて情報を聞いて資料を作り始めるという、かなり緊張感のある訓練ができた

と思っております。 

 それから、6 ページ、7 ページが訓練結果の検証でございます。実施した訓練ごとにみ

ると、緊急時対応手順研修、ホームページ掲載研修、メディア対応研修は、幾つかの課題

はございますけれども、受講者自身の理解度と研修の実施方法の適否を確認しましたとこ

ろ、内容がおおむね妥当で適当であったという御意見が多数でございました。 

 その中で、特にメディア対応研修の中では、プレスリリースを報道関係者に評価しても

らえる機会はほとんどないので、有意義だったという声であるとか、前の年にも同じよう

な研修はやっておりますけれども、プレスリリースの内容が昨年と比較してよくなってき

ており、特に国民がどのように受けとめるかを意識した内容になっているといった声もご

ざいました。 

 一方で、幾つか課題もあったわけでございますが、例えば、緊急時には短期でプレスリ

リースを作成することが重要なので、こうしたプレスリリース案というのをテンプレート

として残して保管しておくべきだといったような、これは将来に向けた課題として出てき

ました。 

 それから、実際の記者会見はうまくいってはおりますけれども、記者会見前の戦略会議

といいますか、訴求ポイント、特に何を説明していくかということであるとか、委員と事

務局の役割分担をどうしていくかということを、もう尐し戦略的に決められていたらよか

ったといったような声もございました。 

 それから、事務局の情報共有は、メールによる情報共有が多用されましたけれども、件

数が積み上がるということと他の情報との区分が難しいということで、非常に不評でござ

いまして、別の方法を考えようということで、委員会内部向けの電子掲示板を設置して、

それを活用することによる情報共有をすべきとの意見が出ました。これにつきましては、

その後電子掲示板を訓練終了後直ちに設置いたしまして、1 月より稼働しております。 

 また、他省庁との関係でいいますと、総括官会議というのを実際やってみましたけれど
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も、この会議をより効率的、効果的に運用していくために、関係省庁で引き続き検討を行

っていくことが必要であろうという意見が出ました。 

 それからまた、今回は府省ごとに参加の度合いに温度差もあったわけですけれども、今

後の訓練としては、多尐難しい作業になってくるかと思いますけれども、プレスのすり合

わせ等も含めた訓練も実施すべきではないかとか、事案の詳細については当日初めて判明

するような訓練設計とすれば、より実践的でよい訓練になったのではないかという御意見

もありました。 

 8 ページになります。手順書につきましては、一部で実際の実践とそぐわない書き方が

されている部分がございましたので、今回の訓練を踏まえて、必要な見直しをやっていこ

うといったような御意見でございます。 

 重点課題ごとの検証につきましては、今後も研修等の積み重ねによって知識や技能をさ

らに養う必要があるということが確認されております。また、実務研修と確認訓練の 2 本

立ての訓練体系は、必要な技能を習得し、修得レベルを確認する上で効果的な設計である

ので、同様の訓練体系で実施することが望ましいということでした。 

 最後のまとめでは、2 本立ての訓練体系で今後も実施していくということ。それから、

手順書の適切な反映とかテンプレート化といったことで、実際の緊急事態に活用できるよ

うにしておくと。今後の改善すべき課題としては、政府全体、関係省庁の間での合同での

訓練を引き続き行っていくということと、統括官制度のより適切な運用ということについ

て関係省庁と検討を行う。また、情報共有の手法について見直しを行うということでござ

いました。 

 それから、次に資料 4－2 でございます。本年度の訓練結果を受けまして、来年度の訓

練計画案をまとめております。 

 これにつきましては、前年度までの訓練の成果を生かしつつ、26 年度も引き続き緊急

時対応訓練を実施すると、その実施に当たっては、政府全体としての緊急時対応体制を強

化するために、取りまとめの役割を担う消費者庁と密に連携しながら訓練を設計するとい

うことを書いてございます。 

 重点課題の 1 にありますように、実務研修と確認訓練の 2 本立てであると。目的は①か

ら③に書いてあるようなことでございます。確認訓練の内容の決定に当たっては、消費者

庁が取りまとめとなって行う合同訓練の内容を踏まえるということでございます。また、

緊急時対応マニュアルの実効性の向上という点では、訓練の実施状況を確認しつつ、対応

指針であるとか手順書の見直しを行うということでございます。スケジュール的には、25

年度と大体同様に、4 月から 10 月までは実務研修、それから、11 月は確認訓練を実施す

るということで検討していきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○川西座長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただ今の説明の内容あるいは資料に関して、御質問、御意見ございますか。

どうぞ。 

 

○中本専門委員 緊急時対応の訓練、26 年度ですけれども、26 年度に Facebook の活用と

いうのを出されていたかと思うのですけれども、緊急のとき Facebook も利用されるとい

うことですか。 

 

○山本総務課長 これは訓練でございますので、実際、架空の訓練をやるときは、現実世

界とは分けて考えないと大変混乱をいたします。そこで、情報の共有の仕方としては、先

ほど申し上げましたけれども、内部の共有の掲示版というのがあります。これは内部の関

係者だけで見られる掲示板でございますけれども、既に 1 月に立ち上げておりますので、

これを活用しながら情報を共有していくということを考えております。 

 

○中本専門委員 では、Facebook では、緊急時のプレスリリースとか、そういった情報

というのは出されないということですか。 

 

○植木情報・勧告広報課長 実際に緊急事態が起こった場合には、それは十分検討して活

用していきたいと思っております。ただ訓練では、Facebook を活用しますと皆さん、部

外者の方も拾ってしまいますので、そこは考えてございません。 

 

○川西座長 ほかに何かございますか。どうぞ。 

 

○山本専門委員 5 ページの瓶詰グリーンオリーブは、国民に余り密着した食品とは思わ

れないので、今度するときには、もっと国民に密着したような食品でやってほしいと思い

ます。感想です。 

 

○川西座長 いかがですか。 

 

○山本総務課長 今回はグリーンオリーブに混入するボツリヌス菌という想定でやりまし

たけれども、毎年テーマを変えております。また、この確認訓練の前で行いました実務研

修のほうで使った 2 種類の仮想シナリオは、全く別の種類のケースでやっておりますので、

いろいろなケースを組み合わせながらやっていきたいと思っております。そこで、ボツリ

ヌス菌については、比較的科学的知見がはっきりしているということで、訓練の中では割

合、新しい科学的知見を集めるという意味では、それほど手間がかからなかったケースで

ございました。場合によっては原因不明のものもあります。もっと難しいケースもあると

思いますので、そういうものも想定しながら訓練していくことが必要という意見も出まし
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た。 

 

○宮野専門委員 12 月 11 日に確認訓練を行ったということですけれども、その訓練の成

果が生かされた事例などあれば、教えてください。 

 

○山本総務課長 12 月の訓練後、年末にアクリフーズの冷凍食品への農薬混入事件が起

こりました。これにつきましては、年末年始の記者発表だったということで、役所として

も体制は手薄だったわけなのですけれども、最初、情報を受けた段階で、直ちにその情報

を精査していったところ、安全情報をきちんと出す必要があるということで、外国のデー

タ等も精査し、おおむね半日ぐらいで科学的な情報を整理し、ホームページで提供いたし

ました。また、厚労省にも安全情報の正しい解釈の仕方についてお伝えをし、厚労省のほ

うから事業者のほうに適切な指導をしていただいたことから、訓練の成果はいかんなく発

揮されたと考えております。 

 

○磯部評価第一課長 私、実際に担当した者から、どういう意味があったかということを

お答えしたほうが臨場感があるかと思いますので、お答えしようと思うのですけれども、

結局、何かあった場合に、私どもが一体何をなすのかということをはっきりさせておかな

ければいけない。先ほどの事例でもございましたけれども、我々の役割として、マニュア

ルだと科学的知見をきちっと出すと。つまり、どのくらい定量的な危険性があり得るのか、

限られた情報でしかないわけですけれども、どのくらいのことまで想定をして、どういう

メッセージ、どういう科学的知見を消費者に提供するのかということを訓練してきている

のです。それは我々の役割が何であって、どのくらいのスピードでやったらいいかという

ことが訓練なのですが、まさしくあのケースについては、アクリフーズが 29 日の夕方の

発表で、マラチオンが 1 万 5000 ppm、これは 1 Kg にしたときに 15 ｇ入っているわけで

す。100 ｇで農薬を 1.5 ｇ食べてしまう量であるにもかかわらず、60 個食べても大丈夫

という発表を彼らはしたわけです。 

 それについては、我々は情報がありませんでした。最初、何を一体発表したんだろう、

何に基づいてやったのかわかりませんでしたが、どうもおかしいなということをいろいろ

思いまして、30 日の朝、朝刊で出たものですから、それを我々が見てすぐに、どうもこ

れはおかしい。何か変なことをやっているのではないかということで、厚労省ともお話を

し、会社の発表が全く違うメッセージになっているものですから、それにまず午前中注力

をし、午後一番で、JMPR という外国の国際機関の情報を厚労省に提供し、厚労省では企

業を呼んで、何をやったのかということを確認し、どうも LD50 でやったということがわ

かり、それであればすぐに訂正をさせて、消費者に対して正しいメッセージを出すべきだ

ということにしました。30 日の夜中の１時半に、会社にも記者発表させ、厚労省も夜中

の１時半にプレスリリースをして、何とかぎりぎり、次の日の朝の NHK ニュースですとか、
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朝刊も数社間に合ったのです。その結果 31 日の朝に何とか皆さんに情報提供できたとい

うことです。 

 そういう意味で、何を我々がなすべきで、どういうスピードでやるべきか、何が大事な

のかということを、この訓練で何度もやってきましたので、それが、1 日かかりましたけ

れども、そのような形で達成できたということが、訓練の成果だと思っています。これで、

今の宮野委員の御質問にはお答えになっているかなと思っております。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 それ以外に何かございますか。 

 ないようでしたら、とりあえずきょう審議に使いました資料 4－1、4－2 の案というの

は、これで特段に今の御質問等々で中身が変わるようなことではなかったかと思いますの

で、専門調査会としては事務局案どおりで認めたということにしたいと思います。よろし

いでしょうか。 

 では、食品安全委員会に報告するわけですけれども、その報告の体裁等につきましては、

先ほどまでの資料と同様に、案の体裁等は私のほうに御一任いただければと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 議事のほうは 1、2、3、4 と終わりましたが、5 番目、その他は、何かございますか。 

 

○山本総務課長 ございません。 

 

○川西座長 委員からは、ありますか。 

 ないようでしたら、幾つか、特に 1 番目の議題で宿題は残っていますけれども、以上に

より本日の議事は全て終了いたしました。 

 次回の日程については、どういうふうになっておりますでしょうか。 

 

○山本総務課長 次回の企画等専門調査会ですが、日程は 5 月または 6 月の開催を予定し

ております。また御都合をお伺いした上で、後日、事務局から御連絡をさせていただきま

す。 

 

○川西座長 ありがとうございます。 

 前回同様、私の不手際で時刻どおり終わらなくて大変申しわけありませんでした。 

 それでは、以上をもちまして第 9 回企画等専門調査会を閉会いたします。ありがとうご

ざいました。 

 


